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はじめに 

 

 少子高齢化の進行や社会経済情勢が急速に変化して

いく中、こころ豊かで活力あるまちづくりを進めるた

めには、誰もがお互いの人権を尊重し、それぞれの個

性と能力を十分に発揮できる「男女共同参画社会」の

実現は、より一層重要な課題となっています。 

 国では、男女共同参画基本法に基づき、令和２年に

「第５次男女共同参画基本計画」が策定されました。

兵庫県においても、令和３年に「ひょうご男女いきい

きプラン２０２５」が策定され、男女共同参画のさら

なる推進が図られています。 

 上郡町においても、これまで誰もがいきいきと生活できる社会の実現に向けて、

様々な取り組みを推進してきました。また、「上郡町総合計画」においても、地域活

力の源として、特に女性の活躍を推進し、個性と能力を十分に発揮することができ

る男女共同参画社会の実現は、まちづくりをする上で欠かすことができないものと

なっています。 

 そういった状況の中で、住民意識調査等の結果や地域の現状と課題、社会情勢の

変化を踏まえ、方向性を明らかにし、男女共同参画社会の実現のための施策を総合

的かつ計画的に推進するため、「上郡町男女共同参画プラン」を策定しました。 

 また、このプランは「女性活躍推進計画」としても位置づけ、女性が活躍できる

環境づくり等に積極的に取り組むための施策を盛り込むとともに、「DV 防止基本計

画」としても位置づけ、DV の防止及び被害者の保護と自立のための支援を推進する

ものとしています。 

 今後は、このプランに基づき、行政、家庭、地域、学校、職場等、あらゆる場面に

おいて協働・連携し、男女共同参画社会の実現に努めてまいりますので、町民の皆

さまのご理解とご協力を心よりお願い申し上げます。 

 最後になりましたが、プランの策定にあたりまして、熱心にご議論いただきまし

た上郡町男女共同参画プラン策定委員会委員の皆さまをはじめ、アンケート調査や

パブリックコメント等に際して貴重なご意見、ご提案をいただきました町民の皆さ

ま、ご協力いただきました関係者の皆さまに、心よりお礼を申し上げます。 

 

 

   令和５年３月 

                      上郡町長  梅田 修作 
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第１章 計画策定にあたって

１．計画策定の趣旨

我が国では、平成 11 年に、「男女共同参画基本法1」が公布・施行され、男女が互いにその人権を尊

重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することのできる「男女

共同参画社会」の実現を重要課題として位置づけられました。その後、平成 13年に「配偶者からの暴力

防止及び被害者の保護等に関する法律2」、また、平成27年に「女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律3」が施行され、男女共同参画に関する様々な法整備が進んでいます。

国はこの男女共同参画基本法に基づき、平成 12 年には、「男女共同参画基本計画」を策定し、男女

共同参画社会の形成にむけて、総合的に施策を整備・展開しており、５年ごとに計画は見直され、令和２

年には「第５次男女共同参画基本計画」が策定されました。第５次基本計画では、デジタル化社会への

対応等が進められるとともに、新型コロナウイルス感染症拡大による影響等も言及されています。

兵庫県においては、「男女共同参画基本法」を踏まえ、平成13年に「ひょうご男女共同参画プラン21」

を策定し、また、平成 14 年には「男女共同参画社会づくり条例」を定め、男女が社会の対等な構成員と

して、いつでも、どこでも、いきいきと生活することができる社会の実現を目指して、取り組みを推進してき

ました。その後、社会の情勢の変化を踏まえて計画の改定を重ね、令和３年に「ひょうご男女いきいきプラ

ン 2025」を策定しています。

本町においても、これまで男女共同参画社会の実現に向けて、様々な取り組みを行ってきましたが、今

後、総合的かつ計画的に取り組みを推進するため、「上郡町男女共同参画プラン」を策定します。

ひひととりりひひととりりのの豊豊かかなな人人生生 
仕事、家庭、地域生活など、多様な活動を自らの希望に沿った形で展開でき、

男女がともに夢や希望を実現

男女共同参画社会とは･･･

男男女女がが互互いいにに尊尊重重しし、、一一人人ひひととりりのの個個性性やや能能力力をを十十分分にに発発揮揮ででききるる豊豊かかなな社社会会 

 女性の政策・方針決定過程
への参画が進み、多様な人
材が活躍することによって、
経済活動の創造性が増し、
生産性が向上

 働き方の多様化が進み、男
女がともに働きやすい職場
環境が確保されることによっ
て、個人が能力を最大限に
発揮

 家庭を構成する個人がお互
いに尊重し合い協力し合うこ
とによって、家族のパートナ
ーシップの強化

 仕事と家庭の両立支援環
境が整い、男性の家庭への
参画も進むことによって男女
がともに子育てや教育に参
加

 男女が共に主体的に地域
活動やボランティア等に参
画することによって、地域コ
ミュニティが強化

 地域の活性化、暮らし改
善、子どもたちが伸びやかに
育つ環境が実現

職職場場にに活活気気 家家庭庭生生活活のの充充実実 地地域域力力のの向向上上 

内閣府「男女共同参画社会のイメージ」
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２．計画の位置づけ

（１）法的根拠

本計画は、「男女共同参画社会基本法」第 14 条第３項に基づく「市町村男女共同参画計画」です。

また、「女性活躍推進法」第６条第２項に基づく「市町村推進計画」、「配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護等に関する法律」第２条の３第３項に基づく「市町村基本計画」としても位置付けます。

（２）他計画との関係

また、本町のまちづくりの方針である「上郡町第５次総合計画」を上位計画とし、本計画に関連する

「第 2 期上郡町子ども・子育て支援事業計画」、「第 8 期かみごおり高年福祉計画」等との整合を図る

ものです。

 

上上郡郡町町男男女女共共同同参参画画ププラランン（（女女性性活活躍躍推推進進計計画画・・DDVV 防防止止基基本本計計画画をを含含むむ）） 

第５次

男女共同参画基本計画
国

配偶者からの暴力防止及び

被害者の保護等のための

施策に関する企保的な方針

ひょうご男女いきいきプラン 2025 

～女性に選ばれる活力ある兵庫を目指して～

〔第４次兵庫県男女共同参画計画（令和 3～7年度）〕
県

兵庫県ＤＶ防止・

被害者保護計画

男男女女共共同同参参画画社社会会基基本本法法 法 DDVV 防防止止法法 

女性の就業生活における活

躍の推進に関する基本方針

女女性性活活躍躍推推進進法法 

上上郡郡町町総総合合計計画画 

福福祉祉にに関関すするる計計画画 

健
康
増
進
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３．計画の期間 

本計画の期間は、令和５年度から令和９年度までの５年間とします。なお、社会情勢等を勘案し、必要

に応じ見直しを行うこととします。 

 

 

４．計画の策定体制 

（１）住民意識調査  

本計画の策定にあたり、町内の人々の考え方や状況を把握するため、アンケートによる住民意識調査

を実施し、調査で明らかになったニーズや課題を踏まえて計画を策定しました。 

 

調査名 上郡町男女共同参画に関するアンケート調査 
対象者 上郡町に居住する 18歳以上の男女 
対象者数 2,000 人 
調査期間 令和４年10月 13 日 ～ 10 月 31日 
調査方法 郵送配布、郵送・インターネット併用回収 
有効回収 535件（26.8％） 

 

（２）策定委員会の実施 

計画策定にあたっては、「上郡町男女共同参画プラン策定委員会」を設置し、計画内容等について検

討しました。 

 

（３）庁内連絡会議の実施 

男女共同参画に関する施策や事業の調査を行い、連絡会議で情報共有し、状況や課題、今後の方向

性や具体的な目標を設定しました。 

 

（４）パブリックコメントの実施 

計画策定にあたり、広く町民の意見を聴くために、パブリックコメントを実施しました。 
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第２章 上郡町の現状と課題

１．統計データからみる町の状況 

（１）人口の推移 

①年齢３区分人口 

本町の人口は年々減少しており、平成30年の15,292人から令和４年には14,313人と 979人減

少しています。 

年齢別３区分で見ると、老年人口（65 歳以上）の割合が上昇しており、令和４年には４割に達しました。

年少人口（０～14 歳）、生産年齢人口（15～64 歳）は減少し続けており、本町においても少子高齢化が

進んでいます。 

【年齢３区分人口の推移】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：住民基本台帳 各年１月1日 

 

【年齢３区分人口比の推移】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：住民基本台帳 各年１月1日  

10.1 9.7 9.3 8.9 8.5

53.9 53.2 53.6 52.2 51.5

36.0 37.1 38.6 38.9 40.0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）

1,542 1,462 1,359 1,292 1,217 

8,244 7,993 7,796 7,590 7,370 

5,506 5,570 5,613 5,665 5,726 

15,292 15,025 14,547 14,547 14,313 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）

(人) 
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②人口ピラミッド 

本町の人口構成は、70～74 歳の年齢層が男女ともに最も多く、今後、後期高齢者が大きく増加する

ことが見込まれます。また、０～９歳や 25～34歳の年齢層が少なくなっています。 

 

【人口ピラミッド】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

資料：住民基本台帳 令和４年１月1日 
 
 
  

(人) 
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③地区別人口 

地区別では、山野里と高田の人口・世帯数が多くなっています。 

 

【地区別人口（令和４年３月 31日）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：上郡町統計資料（住民課）  
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779 
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（２）人口動態 

①社会動態 

本町では、転出者数が転入者数を大きく上回っており、社会減の状態が続いています。令和２年度は

転出者の数が少なく、人口の減少は少なくなっていましたが、令和 3年では、転出者が増加しています。 

 

【社会動態】 

 
資料：上郡町統計資料（住民課） 

 

②自然動態 

本町では、出生数より死亡数が大きく上回っており、毎年 100 人以上の自然減の状況が続いていま

す。 

 

【自然動態】 

 
資料：上郡町統計資料（住民課） 
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（３）合計特殊出生率・婚姻状況 

①合計特殊出生率 

合計特殊出生率は「15～49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」であり、人口を維持する

には 2.06～2.07 が必要と言われています。 

本町の合計特殊出生率は、年々減少を続けており、平成 17 年の 1.50 から令和２年には 0.92 まで

落ち込みました。国や兵庫県に比べても本町の合計特殊出生率は低くなっています。 

 

【合計特殊出生率】 

 

資料：＜上郡町＞上郡町統計資料（健康福祉課） 
＜兵庫県・全国＞人口動態調査 

 

②婚姻件数・離婚件数 

本町の婚姻件数は増減を繰り返しており、令和３年度は 38件とやや増加しています。 

 

【【婚姻件数・離婚件数】】  

 
資料：人口動態調査（兵庫県） 
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③未婚率 

男性、女性ともにどの年齢層でも未婚率が年々上昇しており、晩婚化や未婚者の増加が示されていま

す。 

 

【男性の未婚率】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：国勢調査 

 

【女性の未婚率】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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（４）雇用・就労の状況 

①就業率 

男性は「25歳～59歳」にかけて就業率に大きな変動はなく、平成27年と令和２年の比較においても

大きな差は見られません。 

一方、女性は「３０～３４歳」で就業率が下降しており、妊娠・出産・子育て等で離職する傾向が見られ

るものの、令和２年の就業率は、平成 27 年に比べて各年齢層で上昇しており、県との比較においても高

い水準となっています。 

 

【男性の就業率】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

 

【女性の就業率】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査  

15～
19歳

20～
24歳

25～
29歳

30～
34歳

35～
39歳

40～
44歳

45～
49歳

50～
54歳

55～
59歳

60～
64歳

65～
69歳

70～
74歳

75～
79歳

80～
84歳

85歳
以上

(町)平成27年 10.1 65.4 90.6 87.8 87.9 89.4 89.5 88.6 89.6 71.4 47.9 26.0 16.2 7.9 6.3

(町)令和2年 9.6 67.7 85.3 88.9 89.8 89.1 88.5 89.6 85.9 79.7 53.3 34.5 16.2 9.8 4.9

(県)令和2年 13.4 57.6 74.7 78.2 79.2 80.2 81.0 80.6 82.1 76.7 55.4 37.1 20.9 12.0 6.5

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

100.0

(町)平成27年 (町)令和2年

(県)令和2年

（％）

15～
19歳

20～
24歳

25～
29歳

30～
34歳

35～
39歳

40～
44歳

45～
49歳

50～
54歳

55～
59歳

60～
64歳

65～
69歳

70～
74歳

75～
79歳

80～
84歳

85歳
以上

(町)平成27年 6.7 64.3 76.0 69.1 69.4 75.3 75.1 77.2 68.8 45.6 24.7 13.6 6.0 3.7 1.9

(町)令和2年 12.1 58.1 89.4 75.4 83.7 83.2 81.1 78.1 74.8 62.0 33.2 18.8 9.4 3.7 1.8

(県)令和2年 13.6 58.9 69.1 62.8 62.4 66.3 68.7 68.3 65.6 54.3 34.4 21.3 11.1 5.6 2.3

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

100.0

(町)平成27年 (町)令和2年

(県)令和2年

（％）



11 

②従業上の地位 

本町の雇用者における従業上の地位をみると、男性は「正規の職員・従業員」の割合が６割を超え最

も高く、県や全国と同水準となっています。一方、女性は「パート・アルバイト・その他」が 47.6％と約半数

を占めて最も高く、県や全国よりもやや高くなっています。 

 

【従業上の地位】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

資料：国勢調査 令和２年 
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（５）心身の健康と安全の状況 

①平均寿命 

本町の平均寿命※は、男性 79.4 歳、女性 85.4 歳と、女性が６歳長くなっています。 

兵庫県、全国平均と比較すると、男性は平均とほぼ同水準となっています。女性では平均寿命が約１年

短くなっています。 

 

【平均寿命】 

 上郡町 （参考） 
年齢 男女年齢差 兵庫県 全国 

平均寿命 
男性 79.4 歳 

女性が+6歳 
79.6 歳 79.6 歳 

女性 85.4 歳 86.2 歳 86.4 歳 
※平均寿命：0歳児が平均して何歳まで生きるかを示したもの 

資料：KDBｼｽﾃﾑ平成28年度累計（地域の全体像の把握） 
「上郡町保健事業実施計画（データヘルス計画）平成30年」より 

 

②死因別標準化死亡比の状況 

本町の死因別標準化死亡比※をみると、死因となる疾患等に性差が大きいことが分かります。女性の

「乳がん」「子宮がん」、男性の「前立腺がん」など、身体差による代表的な疾患の他にも、本町では男女

比較において、女性に「腎不全」が多く、男性には「肝がん」「くも膜下出血」が多い等の傾向がみられま

す。 
 

【死因別標準化死亡比の状況】 
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※標準化死亡比： 
基準死亡率（人口10万対の死亡数）
を対象地域に当てはめた場合に、計算に
より求められる死亡数と実際の死亡数とを
比較するものです。 
国の平均を100とし、標準化死亡比が
100以上の場合は国の平均より死亡率が
高く、100以下の場合は死亡率が低いと
判断されます。 

資料：兵庫県立健康生活科学研究所 
「兵庫県における死亡統計指標 平成28年~令和２年」 
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③自殺者数 

本町の自殺者数の推移をみると、ほとんどの年において、女性より男性の件数が多くなっています。県

の自殺死亡率※をみても、男性の割合が女性より高い水準で推移しています。 

 

【自殺者数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「自殺の統計： 
地域における自殺の基礎資料（自殺日・住居地）」 

 
※自殺死亡率：人口10万人当たりの自殺者数を表します。（自殺者数÷人口×100,000人） 

 

④ドメスティック・バイオレンス（DV）4相談件数 

ここ数年における本町のDV相談件数は、年間１～２件となっています。 

 

【DV相談件数】 

 

 

 

 

資料：兵庫県「兵庫県内市町別DV相談件数（平成30～令和３年度）」 
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（６）町政や地域における女性の参画状況 

①審議会等委員への女性の登用状況 

県内各市町における審議会等※の女性委員の割合について、本町は 19.4％、県内の市町平均は

29.8％と、県平均より 10.4 ポイント低くなっています。 

 

【審議会等における女性委員割合】 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
※審議会等：対象は法令（法律、条例）設置の審議会等 
 
 
 
 

②防災会議への女性の登用状況 

審議会のうち、防災会議に占める女性委員の割合は、県内の市町平均は 12.1％となっていますが、本

町では 0％となっています。 

 

【防災会議における女性委員割合(会長含む)】 
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資料：内閣府男女共同参画局 地方公共団体における男女共同参画社会の形成 
又は女性に関する施策の推進状況（令和4年度） 

資料：内閣府男女共同参画局 地方公共団体における男女共同参画社会の形成 
又は女性に関する施策の推進状況（令和4年度） 
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③地方議会への女性の参画 

県内各市町の議員に占める女性の割合をみると、本町は11.1％（調査時点では、定数10人のうち１

人欠員で、９人のうち１人が女性）、県内の市町平均は 18.3％と、県平均より 7.2 ポイント低くなっていま

す。 

【議員総数における女性の割合】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④職員に占める女性の割合 

県内各市町の職員※に占める女性の割合をみると、本町は 31.6％、県内の市町平均は 38.7％と、県

平均より 7.1 ポイント低くなっています。 
 

【職員に占める女性の割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

※職員：対象は正規職員 
  

資料：兵庫県「市町男女共同参画施策推進状況調査（令和３年4月1日）」 

資料：兵庫県「市町男女共同参画施策推進状況調査（令和３年4月1日）」 
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⑤管理職に占める女性の割合 

県内各市町の職員における管理職※（本庁課長相当職以上）に占める女性の割合をみると、本町では

5.9％、県内の市町平均は 22.4％と、県平均より 16.5 ポイント低くなっています。 
 

【管理職に占める女性の割合】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥自治会長に占める女性の割合 

県内各市町の自治会長に占める女性の割合をみると、本町は 3.3％、県内の市町平均は 8.0％と、県

平均より 4.7 ポイント低くなっています。 
 

【自治会長に占める女性の割合】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※神戸市は調査実績なし 
 

  

※管理職：対象職種は、一般行政職、研究職、医師職、看護・保健職、消防職等である（ただし、公立学校の校長教頭
等は除く）。管理職は、本庁課長相当職以上としたが、市町により回答の基準が異なる場合がある。 
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資料：内閣府男女共同参画局 地方公共団体における男女共同参画社会の形成 
又は女性に関する施策の推進状況（令和4年度） 

資料：内閣府男女共同参画局 地方公共団体における男女共同参画社会の形成 
又は女性に関する施策の推進状況（令和4年度） 
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２．住民意識調査結果の概要 

（１）男女共同参画に関する意識や学習の状況 

①男女の地位の平等感  

男女の地位が平等になっていると思う分野については、＜(ウ)学校教育の場で＞を除く各項目で『男

性が優遇されている』が最も高くなっています。特に＜(エ)政治の場で＞、＜(カ)社会通念・慣習・しきたり

等＞では、『男性が優遇されている』が７割を超え、＜(ク)社会全体において＞でも過半数を占めています。 

男女別にみると、すべての項目において、女性の方が『男性が優遇されている』の回答割合が高く、性

別によって感じ方に乖離がみられます。 

 

【各分野における男女の地位の平等感（全体）】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※『男性が優遇されている』：「男性の方が優遇されている」と「どちらかといえば男性の方が優遇されている」を統合 
※『女性が優遇されている』：「女性の方が優遇されている」と「どちらかといえば女性の方が優遇されている」を統合 

 
（以下、本節における共通事項） 
・図表中の「n＝○○」（number of case）は、回答者数を表しています。 
・回答割合は小数点以下第２位で四捨五入したもので合計が100.0％にならない場合があります。 
・複数回答の設問の場合、選択肢ごとの回答割合を示しているため、合計が100.0％を超える場合があります。 
  なお、図表中に次のような表示がある場合は、複数回答設問です。 

・MA%（Multiple Answer）：回答選択肢の中からあてはまるものをすべて選択する場合 
・2LA%（2Limited Answer）: 回答選択肢の中からあてはまるものを２つ以内で選択する場合  
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48.2

17.6

71.4

45.8

72.5

46.3

65.9

35.5

25.8

53.3

12.3

28.6

12.5

27.5

16.4

9.4

6.8

3.0

2.1
6.9

2.9
8.6

5.6

7.5

15.7

22.2

12.1

15.3

9.5

15.7

9.5

1.9

3.6

3.9

2.1

3.4

2.4

1.9

2.4

（ア）家庭生活の中で

（イ）職場の中で

（ウ）学校教育の場で

（エ）政治の場で

（オ）法律や制度上で

（カ）社会通念・慣習・しきたり等

（キ）自治会等の地域活動の場で

（ク）社会全体において

男性が優遇されている 平等である 女性が優遇されている わからない 無回答

0 20 40 60 80 100
(%)

(n=535)
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【各分野における男女の地位の平等感（男女別）】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

②「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という考え方への賛否 

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という考え方については、男女とも『賛成』が 16～17％程度と

同程度で低くなっており、『反対』では、女性が男性を 9.6 ポイント上回っています。 
 

【「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方への賛否（男女別）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※『賛成』：「賛成」と「どちらかといえば賛成」の統合   ※『反対』：「反対」と「どちらかといえば反対」の統合  

36.0

55.0

41.7

53.9

15.7

19.1

64.1

78.0

34.3

56.0

66.5

78.4

41.3

51.1

54.9

76.2

43.8

28.0

31.0

20.9

57.4

50.0

18.2

7.1

36.8

21.3

16.5

8.2

32.6

22.7

23.6

9.6

11.2

8.2

8.3

5.7

4.2

2.2

3.3

1.1
9.9

4.2

3.7

2.5
10.3

7.4

8.7

3.2

8.3

6.0

14.5

16.7

18.6

24.8

12.4

11.7

15.3

15.2

10.7

8.5

14.5

16.3

9.9

8.9

0.8

2.8

4.5

2.8

4.1

3.9

2.1

2.1

3.7

3.2

2.5

2.5

1.2

2.5

2.9

2.1

（ア）家庭生活の中で_男性
(n=242)

女性
(n=282)

（イ）職場の中で_男性
(n=242)

女性
(n=282)

（ウ）学校教育の場で_男性
(n=242)

女性
(n=282)

（エ）政治の場で_男性
(n=242)

女性
(n=282)

（オ）法律や制度上で_男性
(n=242)

女性
(n=282)

（カ）社会通念・慣習・しきたり等_男性
(n=242)

女性
(n=282)

（キ）自治会等の地域活動の場で_男性
(n=242)

女性
(n=282)

（ク）社会全体において_男性
(n=242)

女性
(n=282)

男性が優遇されている 平等である 女性が優遇されている わからない 無回答
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2.2

2.5
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(n=535)

男性
(n=242)

女性
(n=282)

賛成 反対 わからない 無回答

0 20 40 60 80 100
(%)



19 

③「男女共同参画」を学んだり教わったりした経験の有無 

「男女共同参画」について、学んだり教えられたりした経験については、男女とも「経験無し」が６割を

占め、男女による差はみられません。年代別にみると、男女とも 30 歳代以下の学習経験の割合が比較

的高く、40歳代以上で低くなっています。 

 

【「男女共同参画」を学んだり教わった経験の有無（男女別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「男女共同参画」を学んだり教わった経験の有無（性年代別）】 

 

 

 

 

④男女共同参画に関する言葉や名称の認知度 

男女共同参画に関する言葉や名称の認知度についてみると、＜(イ)男女雇用機会均等法5＞、＜(オ)ジ

ェンダー6＞、＜(カ)パートナーシップ制度7＞で、『知っている』が７割以上とないっています。一方、＜(エ)

ポジティブ・アクション8＞では「知らない」が約７割を占めています。 

 

【男女共同参画に関する言葉や名称の認知度（全体）】 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※『知っている』：「内容も知っている」「名前だけ知っている」の統合  

33.3

33.5

32.3

61.7

61.2

62.8

5.0

5.4

5.0

全体
(n=535)

男性
(n=242)

女性
(n=282)

有り 無し 無回答

0 20 40 60 80 100
(%)

55.9

80.5

46.1

27.5

82.7

71.1

39.3

16.8

49.7

67.9

13.8

25.6

4.9

2.6

4.1

4.7

3.6

3.4

（ア）男女共同参画社会基本法

（イ）男女雇用機会均等法

（ウ）女性活躍推進法

（エ）ポジティブ・アクション

（オ）ジェンダー

（カ）パートナーシップ制度

知っている 知らない 無回答

0 20 40 60 80 100
(%)

(n=535)

44.7

27.1

27.6

52.9

71.2

62.2

2.4

1.7

10.2

18～30歳代
(n=85)

40～50歳代
(n=59)

60歳以上
(n=98)

0 20 40 60 80 100
(%)

45.0

26.2

24.6

51.0

72.3

68.4

4.0

1.5

7.0

18～30歳代
(n=100)

40～50歳代
(n=65)

60歳以上
(n=114)

0 20 40 60 80 100
(%)

＜男性＞ ＜女性＞ 
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（２）就労やワーク・ライフ・バランス9の状況 

①職場における仕事内容や待遇の男女差  

職場における仕事内容や待遇面での男女差については、『男性優遇』が特に高いのが、＜(オ)管理職

への登用＞47.9％、＜(イ)昇進・昇格＞47.6％、＜(ア)賃金＞43.4％となっており、逆に『女性優遇』が

上回るのは、＜(ク)育児や介護を理由とした休暇の取得＞40.2％、＜(カ)深夜勤務や休日出勤＞19.3％

となっています。 

 

【職場における仕事内容や待遇の男女差（全体）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※『男性優遇』：「男性の方が優遇されている」と「どちらかといえば男性の方が優遇されている」を統合 
※『女性優遇』：「女性の方が優遇されている」と「どちらかといえば女性の方が優遇されている」を統合 

 

  

43.4

47.6

31.8

29.2

47.9

17.3

15.9

4.9

33.5

35.3

28.2

40.9

36.3

26.0

34.6

57.2

28.2

39.6

0.8

1.1

2.3
12.1

1.0
19.3

2.0
40.2

3.7

13.5

14.6

16.8

15.0

17.4

20.4

16.6

18.9

15.9

7.1

8.4

8.2

7.5

7.9

8.4

8.2

7.9

7.3

（ア）賃金

（イ）昇進・昇格

（ウ）能力の正当な評価

（エ）仕事内容

（オ）管理職への登用

（カ）深夜勤務や休日出勤

（キ）教育・研修の機会

（ク）育児や介護を理由とした休暇の取得

（ケ）働き続けられる環境

男性優遇 男女差はない 女性優遇 わからない 無回答

0 20 40 60 80 100
(%)

(n=535)
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②育児休業・介護休業制度の利用経験・予定 

育児休業制度の利用経験及び今後の利用予定については、男女で大きな傾向の差がみられます。女

性の「利用したことがある」が約４割を占める一方、男性では 6.3％と１割に満たない状態です。男性で

は「利用しておらず今後も利用する予定がない」が半数を占めています。 

介護休業制度の利用経験及び今後の利用予定については、男女とも「利用したことがある」が 2～

3％と同程度の低い割合となっていますが、「利用したことはないが、今後利用する予定がある」は、男性

で３割を超え、女性よりも高くなっています。 

 

【育児休業制度（男女別）】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護休業制度（男女別）】  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

26.0

6.3

39.5

3.9

4.2

3.9

15.7

16.7

15.8

28.3

50.0

14.5

11.0

6.3

14.5

15.0

16.7

11.8

全体
(n=127)

男性
(n=48)
女性

(n=76)

利用したことがある 利用したことはないが、今後利用する予定がある
利用したかったが利用できなかった 利用しておらず今後利用する予定もない
育児または介護をする必要がある時には仕事をしていなかった 無回答

0 20 40 60 80 100
(%)

2.4

3.1

2.0

20.0

31.3

12.2

10.6

6.3

14.3

18.8

18.8

20.4

14.1

6.3

18.4

34.1

34.4

32.7

全体
(n=85)
男性

(n=32)
女性

(n=49)

0 20 40 60 80 100
(%)

26.0

6.3

39.5

3.9

4.2

3.9

15.7

16.7

15.8

28.3

50.0

14.5

11.0

6.3

14.5

15.0

16.7

11.8

全体
(n=127)

男性
(n=48)
女性

(n=76)

利用したことがある 利用したことはないが、今後利用する予定がある
利用したかったが利用できなかった 利用しておらず今後利用する予定もない
育児または介護をする必要がある時には仕事をしていなかった 無回答

0 20 40 60 80 100
(%)
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③男女が働きやすい環境づくりのために企業等が取り組むべきこと 

男女が共に働きやすい社会環境づくりのために企業・団体が取り組むべきと考えることについては、

「仕事と家庭の両立を可能にするような環境の整備が十分であること」が最も高く、特に女性では７割近

くにのぼります。次いで、「賃金における男女差をなくすこと」、「育児休業や介護休業制度が、男女共に

活用されていること」となっています。 

 

【男女が働きやすい環境づくりのために企業等が取り組むべきこと（男女別）】  

 

 

 

 

 

 

 

  

58.9

47.5

46.9

41.5

33.8

31.8

31.6

21.3

19.8

18.1

10.5

9.9

1.7

1.1

5.4

49.2

46.3

38.4

40.9

35.1

34.7

28.1

21.5

23.1

21.5

9.5

7.9

1.7

1.2

8.7

67.4

48.9

54.6

42.2

33.0

29.1

35.1

21.3

16.7

15.6

11.3

11.0

1.4

0.7

2.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

仕事と家庭の両立を可能にするような環境の整備が十分であること

賃金における男女差をなくすこと

育児休業や介護休業制度が、男女共に活用されていること

セクハラ・パワハラ・マタハラ・ＤＶ等の防止措置

募集・採用における男女差をなくすこと

配置・昇進・教育訓練における男女差をなくすこと

育児などで一旦退職した場合の再就職の機会があること

定年・退職・解雇における男女差をなくすこと

人事評価で、性別により評価することがないよう基準を定めること

性別を理由として、仕事内容や役割を分けないこと

相談窓口を充実すること

LGBTQなど、多様な性に配慮した募集や採用がされていること

その他

特にない

無回答
全体
(n=535)

男性
(n=242)

女性
(n=282)

(5LA%)
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④「仕事」「家庭生活」「地域・個人の生活」の優先度

生活の中での優先度について、＜現実＞と＜希望＞の差に着目すると、特に『「仕事」を優先』において、

男女ともに＜現実＞の優先度が＜希望＞を大きく上回っています。逆に、『「仕事」と「家庭生活」と「地域・

個人の生活」をともに優先』では、＜現実＞が＜希望＞を大きく下回っています。また、『「家庭生活」を優

先』では、男性で＜現実＞の優先度が＜希望＞より大きく下回る結果となっています。

【「仕事」「家庭生活」「地域・個人の生活」の優先度（男女別）】】 

【<現実>と<希望>の優先度の差（男女別）】

全体(n=535) 男性(n=242) 女性(n=282)
現実
(%)

希望
(%) 差(㌽) 現実

(%)
希望
(%) 差(㌽) 現実

(%)
希望
(%) 差(㌽)

「仕事」を優先 27.3 2.6 24.7 34.3 4.5 29.8 21.6 1.1 20.5

「家庭生活」を優先 16.8 20.2 3.4 11.2 20.2 9.0 22.3 20.9 1.4

「地域・個人の生活」を優先 2.8 3.4 0.6 3.7 4.1 0.4 2.1 2.8 0.7

「仕事」と「家庭生活」を
ともに優先 26.0 24.5 1.5 25.2 22.7 2.5 26.6 27.0 0.4

「仕事」と「地域・個人の生活」をと
もに優先 3.2 3.9 0.7 4.5 4.5 0.0 2.1 3.2 1.1

「家庭生活」と「地域・個人の生
活」をともに優先 2.4 7.1 4.7 2.9 6.6 3.7 2.1 7.8 5.7

「仕事」と「家庭生活」と「地域・個
人の生活」をともに優先 3.7 18.5 14.8 4.1 19.4 15.3 3.5 17.4 13.9

「現実」と「希望」の差の平均 ー ー 7.2 ー ー 8.7 ー ー 6.2

【
<現実> <希望>

27.3

16.8

2.8

26.0

3.2

2.4

3.7

10.3

7.5

34.3

11.2

3.7

25.2

4.5

2.9

4.1

7.9

6.2

21.6

22.3

2.1

26.6

2.1

2.1

3.5

11.3

8.2

0.010.020.030.040.0
(%)

2.6

20.2

3.4

24.5

3.9

7.1

18.5

10.5

9.3

4.5

20.2

4.1

22.7

4.5

6.6

19.4

9.9

7.9

1.1

20.9

2.8

27.0

3.2

7.8

17.4

9.6

10.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

「仕事」を優先

「家庭生活」を優先

「地域・個人の生活」を優先

「仕事」と「家庭生活」をともに優先

「仕事」と「地域・個人の生活」をともに優先

「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先

「仕事」と「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先

わからない

無回答

全体
(n=535)

男性
(n=242)

女性
(n=282)

(%)
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⑤今後男性が、家事・子育て・介護・地域活動に積極的に参加するために必要なこと 

今後男性が、家事・子育て・介護・地域活動に積極的に参加していくために必要だと思うことについて

は、全体では「夫婦や家族間でのコミュニケーションをよくはかること」が最も高く、次いで「男性の家事・

育児等への参加に対する男性自身の抵抗感をなくす」となっています。 

女性では「男性の家事・育児等への参加に対する男性自身の抵抗感をなくす」が最上位となっており、

男性自身の意識の変化を望む声が大きいことがうかがえます。 

 

【今後男性が、家事・子育て・介護・地域活動に積極的に参加するために必要なこと（男女別）】  

 

 

 

 

 

 

 

  

44.9

42.8

37.0

27.5

24.9

21.1

10.8

9.7

9.5

3.6

3.6

2.8

45.0

37.6

33.1

21.5

30.6

17.4

12.4

9.5

9.9

2.9

5.8

3.3

45.7

47.5

40.8

32.6

20.6

24.1

9.2

9.2

8.5

3.9

1.4

2.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

夫婦や家族間でのコミュニケーションをよくはかること

男性の家事・育児等への参加に対する男性自身の抵抗感をなくす

男性による家事・育児等に対する職場の上司や周囲の理解を進める

年配者や周囲が、夫婦の役割分担について当事者の考えを尊重する

社会の中で、男性による家事・育児等に対する評価を高めること

テレワーク等の多様な働き方を普及し、仕事外の時間をより増やす

男性の家事・育児等への参加に対する女性の抵抗感をなくすこと

男性の家事・育児等に関する啓発や相談窓口の設置、技能研修など

男性が家事・育児等を行うための、仲間（ネットワーク）作り促進

その他

特に必要なことはない

無回答
全体
(n=535)

男性
(n=242)

女性
(n=282)

(3LA%)
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（３）地域活動や防災・災害対策の状況

①現在の地域活動への参加状況と今後の希望

地域活動の参加状況については、男性では＜現在＞＜今後の希望＞ともに、「自治会活動(区の活動)」

が最も高く、女性では＜現在＞で「自治会活動(区の活動)」、＜今後の希望＞で「趣味・スポーツ・教養等

の活動」が最も高くなっています。

【現在の地域活動への参加状況と今後の希望（男女別）】 

<現在> <今後の希望>

37.0

7.7

17.4

1.3

33.5

6.2

13.5

10.8

1.1

28.8

7.5

43.4

6.6

16.9

1.2

33.1

4.5

14.9

12.0

2.5

24.8

7.4

32.3

8.5

18.4

1.4

34.4

7.8

12.4

9.9

0.0

30.9

7.8

0.0 20.0 40.0 60.0

自治会活動（区の活動）

子ども会・ＰＴＡ等の青少年育成活動

社会福祉に関する活動

消費者団体・消費生活グループの活動

趣味・スポーツ・教養等の活動

国際交流に関する活動

自然保護、環境保全に関する活動

観光・まちづくり等の活動

政党・労働組合等の活動

参加したいと思わない

無回答

全体
(n=535)

男性
(n=242)

女性
(n=282)

(MA%)
52.0

9.2

13.6

0.7

25.8

0.9

5.8

4.9

2.2

28.2

6.9

56.6

7.4

14.0

0.4

21.9

0.4

7.9

5.0

3.7

24.4

7.4

49.3

11.0

13.5

1.1

29.8

1.4

3.9

5.0

1.1

30.1

6.4

0.020.040.060.0
(MA%)
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②防災・災害復興対策において性別に配慮して取り組む必要があること 

防災・災害復興対策において性別に配慮した対応が必要だと思うことについては、「避難所の設備(男

女別のトイレ、更衣室、洗濯干し場など)」が最も高く、特に女性では８割近くにのぼります。次いで「避難

所運営責任者に男女とも配置し、運営に両方の視点を入れる」が高くなっています。 

 

【防災・災害復興対策において性別に配慮して取り組む必要があること（男女別）】  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

71.8

44.4

33.3

30.5

27.7

22.8

20.7

7.3

0.7

0.2

67.2

44.8

26.6

34.4

34.4

17.2

21.4

8.3

0.5

0.5

76.5

43.8

38.5

27.9

22.1

26.5

20.8

6.2

0.9

0.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

避難所の設備（男女別のトイレ、更衣室、洗濯干し場など）

避難所運営責任者に男女とも配置し、運営等に両方の視点を入れる

男女両方の医療スタッフの配置

防災会議に男女ともに参画し、防災計画に男女両方の視点を入れる

災害対策本部に男女とも配置され、対策に男女両方の視点を入れる

公共施設の備蓄品のニーズ把握、災害時に支給する際の配慮

災害復旧・復興対策計画に男女ともに参画し、両方の視点を入れる

被災者に対する相談体制

その他

無回答
全体
(n=535)

男性
(n=242)

女性
(n=282)

(3LA%)
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（４）男女間の暴力やハラスメントの状況 

①経験したり見聞きしたりしたことがあるもの 

ドメスティック・バイオレンスやハラスメント10等の経験については、＜(エ)パワー・ハラスメント＞において、

男女ともに「直接経験したことがある」と「自分の周りに経験した人がいる」の割合が最も高く、男女とも

に身近な暴力といえます。女性においては、＜(ア)ドメスティック・バイオレンス＞、＜(ウ)セクシュアル・ハラ

スメント＞においても、自身や周囲の経験割合が比較的高くなっています。 

【経験したり見聞きしたことがあるもの（男女別）】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②被害を受けたときの対応 

【被害を受けたときの対応（男女別）】 

 

 

 

 

 

  

0.8

4.6

1.2

2.5

1.2
8.5

11.6

12.1

0.8

2.5

5.8

8.5

5.4

10.3

10.7

8.5

20.2

14.2

4.5

5.3

61.2

62.4

70.2

70.9

64.5

63.1

45.9

56.7

64.0

68.8

16.1

12.4

9.5

9.6

9.9

11.0

10.3

9.9

14.0

12.8

9.9

7.4

7.9

2.5
8.3

4.6
7.4

3.9
11.6

6.0

6.2

4.6

5.8

4.3

5.4

4.3

4.5

3.2

5.0

4.6

（ア）ドメスティック・バイオレンス_男性
(n=242)

女性
(n=282)

（イ）ストーカー行為_男性
(n=242)

女性
(n=282)

（ウ）セクシュアル・ハラスメント_男性
(n=242)

女性
(n=282)

（エ）パワー・ハラスメント_男性
(n=242)

女性
(n=282)

（オ）マタニティ・ハラスメント_男性
(n=242)

女性
(n=282)

直接経験したことがある 自分の周りに経験した人がいる 一般的な知識として知っている

言葉を聞いたことがある 聞いたことがない 無回答

0 20 40 60 80 100
(%)

直接被害を経験した方が、被害を

受けた時にどう対応したかについて

は、女性は「誰かに打ち明けたり、相

談した」が最も高い一方、男性では

「何もしなかった・どこにも相談しな

かった」が最も高くなっています。 

また、女性の約２割は「相手に抗

議したが改善されなかった」と回答し

ています。 

43.0

18.6

8.1

7.0

8.1

30.2

1.2

31.0

13.8

10.3

6.9

10.3

37.9

3.4

51.9

20.4

5.6

7.4

3.7

27.8

0.0

0.0 20.0 40.0 60.0

誰かに打ち明けたり、相談した

相手に抗議したが改善されなかった

相手に抗議して逆に不利益を受けた

相手に抗議して事態が好転した

その他

何もしなかった・どこにも相談しなかった

無回答 全体
(n=86)

男性
(n=29)

女性
(n=54)

(MA%)
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③暴力や悩みに関する相談窓口に求める配慮 

暴力や様々な悩みに関する相談窓口に求める配慮としては、男女とも「24 時間相談できる」が最も高

く、次いで「匿名で相談できる」が高くなっています。また、「LINE などの SNS による相談ができる」につ

いても、男女とも約 25％の回答があり、相談窓口へのニーズも時代の変化を反映しているといえます。 

 

【暴力や悩みに関する相談窓口に求める配慮（男女別）】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

41.3

36.1

27.1

26.5

25.8

16.1

15.9

13.6

13.3

9.2

1.3

6.0

7.1

3.6

38.0

30.6

19.0

28.9

26.4

20.2

18.2

8.7

13.2

11.2

0.8

6.6

8.7

5.0

44.0

41.1

33.3

24.8

25.5

12.8

14.2

18.1

13.8

7.4

1.4

5.0

5.7

2.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

24時間相談ができる

匿名で相談ができる

通話料が無料

弁護士など、法的知識のある相談員がいる

ＬＩＮＥなどのＳＮＳによる相談ができる

電話による相談ができる

相談内容に関連する、他の相談窓口との連携が行われる

同性の相談員がいる

臨床心理士、公認心理士など、心理専門職の相談員がいる

メールによる相談ができる

その他

特にない

わからない

無回答

全体
(n=535)

男性
(n=242)

女性
(n=282)

(3LA%)
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３．上郡町の現状と課題 

（１）男女共同参画に関する意識改革・理解の促進 

 住民意識調査の結果をみると、男女の地位の平等感について、ほほととんんどどのの項項目目ににおおいいてて「「男男性性がが

優優遇遇さされれてていいるる」」とといいうう意意識識がが高高くくなっており、その傾向は、男男性性にに比比べべてて女女性性ににおおいいててよよりり強強くくな

っています。社社会会通通念念・・習習慣慣・・ししききたたりり等等ににおおけけるる平平等等感感では、「男性が優遇されている」が７割を

超え、最最もも男男女女格格差差をを感感じじるる場場面面となっています。 

 ｢夫は仕事、妻は家庭｣といった固固定定的的なな性性別別役役割割分分担担意意識識1111にに対対ししててはは「「反反対対」」のの回回答答がが過過半半

数数をを占占めめてていいまますす。固定的な性別役割分担意識が解消されつつある一方で、実際には家家事事やや育育

児児、、介介護護等等をを主主にに担担ううののはは女女性性ででああるる場場合合がが多多いいことも分かっており、意識と実生活にギャップが

ある状態となっています。 

 「「男男女女共共同同参参画画」」ににつついいてて、、学学んんだだりり教教ええらられれたたりりししたた経経験験はは、、男男女女ととももにに「「経経験験無無しし」」がが６６割割とと過過

半半数数をを占占めめてておおりり、男女共同参画に関する正しい理解や意識の醸成が十分でないと考えられま

す。 

  

 

  

 

 性別による固定的な役割分担意識の解消は時代とともに徐々に進みつつありますが、実生

活では未だ家事や育児、介護等を主に担うのは女性である場合が多く、その根底には、社会

のあらゆる場面において、無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)12が根強く存在して

いることが考えられます。性別により一人ひとりが希望するライフスタイルの実現が妨げられ

ないよう、社会全体における男女共同参画の意識の醸成を図る必要があります。 

 固定観念や無意識の思い込みは、往々にして幼少期から長年にわたり形成されるものであり、

男女のいずれにも存在します。意識形成に大きな影響力を持つ学校教育において、男女共

同参画の視点に立った学習や進路指導、学校運営を推進することは極めて重要です。 

 学校教育のみならず、幼児から高齢者に至る幅広い世代の住民や、企業、地域団体等への

啓発活動等を積極的に行い、社会全体の意識改革・理解の促進に向けた取り組みが求めら

れます。 

 

 

 

 

  

課題に基づく今後の取り組み 
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（２）雇用等における男女共同参画の推進と仕事と家庭生活の両立の推進 

 本町の女性の就業率は、妊娠・出産・子育て等で離職する傾向が見られるものの、県との比較に

おいては高い水準となっています。働きやすい環境が整っていると言える一方、女女性性はは非非正正規規雇雇用用

労労働働者者がが多多くく、、賃賃金金やや待待遇遇面面ででのの男男女女間間格格差差ががあありり、女性が働き続け、活躍できる環境づくりが

不十分であると考えられます。 

 住民意識調査結果からは、職場における「「管管理理職職へへのの登登用用」」、、「「賃賃金金」」等等ににおおいいてて、、依依然然男男性性がが優優

遇遇されている現状がうかがえます。 

 住民意識調査結果をみると、日常生活の現実と希望のギャップにおいて、男男性性はは「「家家庭庭生生活活」」ををよよ

りり優優先先ししたたいいとと希希望望ししてていいるる場場合合ででもも、、「「仕仕事事」」偏偏重重のの生生活活になっていることがうかがえます。また、

育児休業制度の利用経験は、女性が約４割を占める一方、男男性性でではは１１割割にに満満たたなないいのが現状で

す。 

 

 
 

 女性は非正規雇用労働者の割合が高く、構造的により不安定な就業環境に置かれています。

例えば新型コロナウイルス感染症の感染拡大のような社会全体に深刻な事象が生じた際に

は、特に女性に対して、雇用面や生活面で深刻な影響が及びます。女性のキャリアアップ支

援や再就職支援等を行い、女性の就業機会の確保に取り組む必要があります。 

 職場での性別による待遇等の格差を是正する必要があり、昇進や賃金等における適正な評

価はもちろん、男性が育児や介護に積極的に参画できるよう、男性も各種休業制度等を取得

しやすい環境づくりが求められます。 

 男女が共に働き続けられる職場づくりのため、長時間労働を前提とした就労環境の見直しや、

それぞれの希望するライフスタイルに応じた柔軟な就労形態の制度づくり等、職場の環境整

備に向けた企業等への働きかけが重要となります。 

 仕事と生活の両立において、女性が「仕事」と「家庭」の二重負担を強いられている現状の

改善に対応しつつ、男性が抱える辛さについても留意した取り組みが必要です。 

 引き続き保育・介護サービスの充実を図るとともに、家庭において夫婦が互いの希望を尊重

しながら家事・育児・介護等を分担できるよう、男女の両方に向けた啓発活動や各種講座等

のきっかけづくりが求められます。 

 
  

課題に基づく今後の取り組み 



31 

 

（３）安全・安心な暮らしの実現 

 近年、風水害や地震等の大規模災害が頻発しており、備えの重要性が増しています。住民意識調

査結果をみると、防災・災害復興対策において、避避難難所所ののトトイイレレやや更更衣衣室室・・洗洗濯濯干干しし場場等等がが男男女女別別

にに整整備備されていること、避避難難所所運運営営にに男男女女のの両両方方のの視視点点が取り入れられることを求める声が多く

なっています。しかしながら、町の審議会である「「防防災災会会議議」」のの女女性性委委員員はは現現時時点点でではは００人人となっ

ています。 

 本町においては、老老年年人人口口がが４４割割に達する一方、合合計計特特殊殊出出生生率率はは国国やや県県のの平平均均をを大大ききくく下下回回っっ

てており、少子高齢化が進行しています。また、核家族や単身世帯数が増加しており、この状況が進

行すれば、地域の過疎化や地域コミュニティ機能の低下、社会保障費の増加等、暮らしや社会の

様々な面において、生活上・健康上の困難に直面する人が増加することが予測されます。 

 男女の生物的な身体差や、社会的な原因により、心心身身のの健健康康にに関関ししててもも性性差差がが存存在在します。本町

における平均寿命の男女差は、女性が６歳長寿となっており、死因となる疾患等の傾向にも違い

が見られます。 

 住民意識調査結果によると、女性の 4.6％が DV を直接経験したことがある（過去または現在に

おいて）と回答しており、女女性性のの約約 2200 人人にに１１人人はは DDVV をを受受けけたたここととががああるる計算となり、決して少な

い数字とは言えません。 

 

 
 

 誰もが安全・安心に暮らしていける社会を実現するためには、年齢や性別によって不利益や

被害を受けることのないまちづくりが必要であり、あらゆる支援が求められます。 

 東日本大震災においては、避難所生活等における女性視点の不足が指摘される事例が多く

発生しました。防災や復興に関する政策・方針決定過程の段階から女性の参画を拡大するこ

とが重要です。 

 社会情勢の変化により困難に直面する人たちが増加する中で、人生100年時代を迎えた現

代において、性別の違いに配慮した生涯を通じた健康支援や福祉政策がより重要となります。 

 配偶者や交際相手に対する暴力（DV）をはじめとしたあらゆる暴力は人権侵害であり、いか

なる場合でも決して許されるものではありません。暴力根絶に向けた各種啓発活動を行うと

ともに、相談窓口の周知・充実が不可欠です。 

 インターネットの普及に伴い、暴力やハラスメントの在り方も多様化しています。また、新型コロ

ナウイルス感染症の拡大により、外出自粛やテレワーク等の影響で男女とも家庭で過ごす時

間が増加し、これに伴い、家庭内の暴力の増加や深刻化が懸念されています。時代に即した

効果的な支援の在り方を常に検討し続ける必要があります。 

 
  

課題に基づく今後の取り組み 
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（４）あらゆる分野における女性の活躍推進 

 住民意識調査の結果からは、男女の地位の平等感について、ほほととんんどどのの項項目目ににおおいいてて「「男男性性がが優優

遇遇さされれてていいるる」」という回答が高くなっており、政政治治のの場場ににおおけけるる平平等等感感でではは、、「「男男性性がが優優遇遇さされれてていい

るる」」がが７７割割をを超超ええるる結果となっています。 

 本町では、審議会等の委員、町議会議員、町職員、町職員管理職、自治会長のいいずずれれににおおいいてて

もも、、女女性性のの割割合合がが県県のの平平均均をを下下回回っってており、本町における町政や地域における女性の参画状況の

改善は喫緊の課題といえます。 

 日本では建前上は男女平等の重要性が謳われる一方、実際の女性参画率は依然低い水準とな

っており、世世界界的的ににもも日日本本ののジジェェンンダダーー格格差差のの大大ききささがが問問題題視視されています。 

 

 

 

 

 あらゆる分野において、女性の意見を十分に反映させていくためには、政策方針決定過程へ

の女性の登用を働きかけていくことが重要となります。特に町役場は男女共同参画のモデル

組織となり、町内のあらゆる組織の手本となるよう積極的に男女共同参画を推進する必要が

あります。 

 平成27年の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ13」にお

いて、「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」が掲げられ、2030年までに「誰一人取り残さない」

持続可能でよりよい社会の実現を目指すことが宣言されました。ＳＤＧｓの17の目標のうち、５

番目の目標として「ジェンダー平等とすべての女性及び女児のエンパワーメント14」が掲げら

れています。本町においても、町政や地域における女性の参画状況の改善に向けて数値目標

を掲げ、実行力のある取り組みを推進する必要があります。 

 地域活動や経済活動においても、女性の活躍を推進する必要があり、住民活動や企業等の

幅広い分野を対象とした啓発活動及び、担い手づくりを支援してくことが重要となります。 

 

【ＳＤＧｓ 目標５】                 【ジェンダーギャップ指数15（2022）上位国及び主な国の順位】 

順

位 
国名 値 

順

位 
国名 値 

1 アイスランド 0.908 22 英国 0.780 

2 フィンランド 0.860 27 米国 0.769 

3 ノルウェー 0.845 63 イタリア 0.720 

4 ニュージーランド 0.841 79 タイ 0.709 

5 スウェーデン 0.822 99 韓国 0.689 

10 ドイツ 0.801 102 中国 0.682 

15 フランス 0.791 111166  日日本本  00..665500  

資料：世界経済フォーラム「The Global Gender Gap Report 2022」 
  

課題に基づく今後の取り組み 
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第３章 計画の基本的な考え方

１．基本理念

本町では、住民一人ひとりが男女共同参画や多様性の尊重についての理解を深め、性別や世代など

の違いを認め合い、誰もがいきいきと生活できる社会の実現を目指します。

家庭、学校、地域、職場、政治の場などにおいて、固定観念にとらわれた社会制度や慣行を見直し、誰

もが等しく、多様な価値観や生き方が尊重され活躍できる社会を目指し、以下を本計画の基本理念に掲

げます。

誰もがいきいきと生活できる社会の実現
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２．基本目標 

基本理念の実現に向けた具体的な行動指針を示すため、以下の４つの基本目標を設定し、本計画の

施策を体系的に取り組みます。 

 

 
（１）男女共同参画に関する意識改革・理解の促進 

男女共同参画社会実現のためには、固定的な性別役割分担意識による意識・慣習を見直すことが第

一歩となります。全年齢層に向けた意識啓発を推進するとともに、あらゆる学習の場での男女共同参画

の視点に立った教育・学習を推進していきます。 

 

 

（２）雇用等における男女共同参画の推進と仕事と家庭生活の両立の推進 

近年では企業における取り組みや行政による育児支援策・社会の変化等を背景として、結婚や出産に

かかわらず就労を続ける女性が増加しています。一方で、依然として性別による固定的役割分業意識が

残り、家事、子育て、介護等の負担が女性に偏ることも多くあります。職場においても、これまでの男性の

働き方を前提とした諸制度を見直すことが必要です。女性のためのみならず、男性を含めた誰もがワー

ク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を実現できる社会を目指し、誰もが活躍し、安心して働ける職場

づくりを促進します。 

 

 

（３）安全・安心な暮らしの実現 

近年頻発する風水害や地震等の大規模災害の経験も踏まえ、男女共同参画の視点から防災力の向

上に取り組みます。さらに男女間のあらゆる暴力は、重大な人権侵害であり、男女共同参画社会を形成

していく上で克服すべき重要な課題です。あらゆる暴力の根絶に向けた取り組みを推進するとともに、

“人生 100 年時代”を見据えて、ライフステージに対応した暮らし・健康への支援を推進していきます。 

 

 

（４）あらゆる分野における女性の活躍推進 

持続可能で活力ある社会を次世代に引き継いでいくためには、政治の場、政策・方針決定の場、就

労・雇用の場、教育の場、家庭、地域社会等、あらゆる場面における男女共同参画を推進していくことが

不可欠です。誰もが性別を意識することなく活躍でき、指導的地位にある人々の性別に偏りがないような

社会となることを目指します。 
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３．施策の体系

基本理念 基本目標

基本目標１

男女共同参画に関

する意識改革・理

解の促進

基本施策

（１）男女共同参画を促進する情報の提供

（３）多様な選択を可能にする学習の推進

（１）就業機会の確保

（２）多様な働き方への支援

（３）仕事と家庭生活との両立支援

（１）男女共同参画の視点に立った防災・復興体

制の確立

（２）困難を抱えた人たちが安心して暮らせる環

境の整備

（３）生涯を通じた健康支援

（４）あらゆる暴力の根絶【DV防止計画】

（１）男女共同参画による地域の担い手づくり

（２）政策・方針決定の場への女性の参画の拡大

基本目標２

雇用等における男

女共同参画の推進

と仕事と家庭生活

の両立の推進

基本目標３

安全・安心な暮らし

の実現

基本目標４

あらゆる分野にお

ける女性の活躍推

進

（２）学校等における男女共同参画の推進
誰

も
が

い
き

い
き

と

生

活

で
き

る

社

会

の
実

現
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第４章 計画の展開

基本目標１ 男女共同参画に関する意識改革・理解の促進 

（１）男女共同参画を促進する情報の提供 

 

男女共同参画社会の理念を正しく理解することが、男女共同参画の推進に係る全ての取り組みの基

盤となります。人々の意識の中に根強く残っている性別に基づく固定的な役割分担意識を解消し、性別に

関わりなくその個性と能力を発揮できるよう、男女平等及び人権尊重の意識を醸成するための情報提

供・啓発活動に取り組みます。 

 

事業名 内容 担当課 

男女共同参画社会の形

成のための普及啓発 

・男女共同参画に関する情報や正しい知識を、ホームページ

や広報誌等を活用して普及啓発を行います。 

・男女共同参画週間などの機会を通じて、各種キャンペーン

等の啓発活動を行います。 

生涯学習課 

男女共同参画プランの

周知 

・本計画の内容を広く住民に周知するため、ホームページや

広報誌等による情報発信を行います。 
生涯学習課 

町職員の意識・資質 

の向上 

・各施策の推進にあたって男女共同参画の視点が含まれた

ものとなるよう、町職員の意識・資質の向上を目的とした情

報提供・研修等を実施します。 

・「上郡町特定事業主行動計画」に基づき、性別に関わらず

活躍できる町職員の職場環境づくりを推進します。 

総務課 

男女共同参画に関する

図書の充実 

・図書館において、男女共同参画や人権に関する関連図書

の充実を図ります。 

・「男女共同参画週間」等の機会を捉えて、関連書籍の特設

コーナーを設けるなど、情報発信に努めます。 

生涯学習課 

人権啓発事業の推進 

・人権啓発作品のケーブルテレビでの放映・貸し出しや広報

等を利用した情報発信により、家庭内における人権の問題

や各種ハラスメント等、男女共同参画を含めた啓発を行い

ます。 

教育推進課 
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（２）学校等における男女共同参画の推進 

 

男女共同参画意識の醸成にあたっては、幼少期からの環境や学習が重要となります。学校教育等にお

いて、男女共同参画の視点に立った教育環境の整備や、学習・指導を推進します。 

 

事業名 内容 担当課 

男女共同参画の視点に

立った教育・保育の充実 

・児童・生徒の活動全体を通じて総合的かつ計画的に、男女

共同参画の視点に立った教育・保育の充実を図ります。 
教育推進課 

教育・保育にあたる職員

の意識の向上 

・男女共同参画の視点に立った教育活動を行えるよう、教職

員の資質向上を目的とした研修等の充実を図ります。 

・「第２次男女共同参画 教職員支援ひょうごプラン」に基づ

き、性別に関わらず活躍できる教職員の職場環境づくりに

向けた取り組みを実施します。 

教育推進課 

 

 

（３）多様な選択を可能にする学習の推進 

 

幅広い年代の住民を対象に、職場、家庭、地域等のあらゆる場面における教育・学習機会の充実を図

り、男女平等及び人権尊重の意識が住民に浸透し、誰もが違いや個性を尊重し合えるまちづくりを目指

します。 

 

事業名 内容 担当課 

自己実現のできる生涯

学習の充実 

・あらゆる性年代の住民の自立・選択を可能にするための各

種講座の充実を図ります。 

・各種講座が、性年代問わず参加しやすいよう、託児サービ

スの充実や開講時間の配慮に努めます。 

生涯学習課 

人権啓発に関する講演

会の開催 

・「人権のつどい」、「人権教育研究大会」等の人権に関する

講演会を実施し、人権意識を広く住民に啓発します。 
教育推進課 
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◆基本目標１における目標値 

【活動指標】 

種類 基本施策／事業名 指標 
実績値 

（令和４年） 
目標値 

（令和9年） 

活動 
男女共同参画社会の形成

のための普及啓発 

広報誌での男女共同参画に関す

る情報発信回数 
１回／年 １回／年 

活動 町職員の意識・資質の向上 
町職員向けの男女共同参画をテ

ーマとした研修への職員の派遣 
１回／年  １回／年  

活動 
男女共同参画に関する図書

の充実 

図書館における「男女共同参画」

をテーマとしたキャンペーン実施回

数 

(R3)１回／年 １回／年 

男女共同参画関連図書の貸し出

し件数 
―  10 件／年 

活動 
人権啓発に関する講演会の

開催 
人権に関する講演会 実施回数 １回／年  １回／年 

 
【成果指標】 

種類 基本施策／事業名 指標 
実績値 

（令和４年） 
目標値 

（令和9年） 

成果 
基本施策（１）男女共同参

画を促進する情報の提供 

「夫は外で働き妻は家庭を守るべ

き」の割合（アンケート） 
16.4％ 10％未満 

成果 
基本施策（１）男女共同参

画を促進する情報の提供 

社会全体でみて男女平等と思う割

合（アンケート） 
16.4％ 20％以上 
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基本目標２ 雇用等における男女共同参画の推進と仕事と家庭生活の両立の推進 

(１)就業機会の確保 

 

職業能力の開発、再就職や起業等に関する情報提供、相談・学習機会を提供するとともに、特に女性

の就業機会の確保に向けた情報提供や支援を行うことで、働く場における女性の活躍を推進します。 

 

事業名 内容 担当課 

再就職や起業、継続就

業、働き方の見直しをめ

ざす女性の支援 

・「女性のための働き方セミナー（兵庫県・上郡町共催）」を

開催し、再就職や起業、継続就業、働き方の見直しをめざ

す女性を支援し、講師からの助言を得るとともに、同じ悩み

を持つ者同士が情報交換できる機会を提供します。 

・再就職や起業、働き方の見直し、地域活動など新たに何か

を始めたいチャレンジする女性への適切な支援のため、「出

前チャレンジ相談（兵庫県・上郡町共催）」を開催します。 

生涯学習課 

起業等のキャリアアップ

支援 

・起業のための知識や経営のノウハウ等の情報提供や講座

を開催し、起業家の育成・支援を図ります。 
地域振興課 

再就職支援の充実 

・再就職を支援するため、求人情報や就職相談・セミナー

等、ハローワーク等と連携した各種情報の提供を推進しま

す。 

地域振興課 

 

 

 (２)多様な働き方への支援 

 

性別に関わらず、誰もが働き続けられる環境整備や、均等な就労機会や待遇が確保されるよう、職場

における多様な働き方や、男女共同参画の視点に立った採用・人事活動が行われるよう、企業等に働き

かけを行います。また、性別にかかわらず本人の意思を尊重した職業選択ができるよう、性別にとらわれ

ない職業観の育成を推進します。 

 

事業名 内容 担当課 

多様な就労形態の普及 

・短時間勤務やフレックスタイム制、在宅勤務等、あらゆるラ

イフスタイルに応じた多様な働き方の普及に向けて企業へ

の情報提供を行います。 

地域振興課 

均等な就労機会・待遇

確保に向けた取り組み 

・性別に関わらず均等な就労機会と待遇の確保に向けて、

男女共同参画の視点に立った採用活動や人事評価が行

われるよう、企業に情報提供を行います。 

地域振興課 

性別にとらわれない職

業観の育成 

・学校における進路指導や、中学生が地域で職場体験を行

う「トライやる・ウィーク」等を通じて、生徒本人が個性と能

力を尊重した選択ができるよう、性別にとらわれない職業

観を育みます。 

教育推進課 
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 (３)仕事と家庭生活との両立支援 

 

仕事と家庭生活の両立を支援するための、各種保育・介護サービス等の充実を図るとともに、ワーク・

ライフ・バランスを推進する上で、重要な主体となる企業に対して働きかけを行い、その必要性の理解促

進を図ります。また、家事・育児等への参画を促進する情報提供を行います。 

 

事業名 内容 担当課 

就労形態に合わせた保

育サービスの提供 

・町内の認定こども園３園において、通常保育をはじめ、保育

枠の子どもを対象とした延長保育や、幼稚園枠の子どもを

対象とした預かり保育を実施するなど、保護者の多様な就

労形態にあった保育サービスを提供します。 

教育推進課 

子育て学習センター事

業の実施 

・保護者が就労や急病等で保育できない理由がある場合

や、育児の負担を軽減したい場合などに、子育て学習セン

ターにて、一時預かり事業を実施します。 

・すこやか子育て教室や、施設開放等による子ども及び保護

者の居場所づくり、家庭相談員による子育て相談を実施

し、安心して楽しんで子育てができるよう、保護者を支援し

ます。 

教育推進課 

病後児保育の実施 

・子育てと就労の両立支援の一環として、「病気の回復期」

に、普段通っている保育施設や小学校での集団生活が難

しい場合に、陽光こども園にて「病後児保育」を実施しま

す。 

教育推進課 

学童クラブの実施 

・保護者が仕事や病気等の場合に、小学校の放課後に児童

が安全に生活できる場として学童クラブを実施し、共働き・

ひとり親家庭等の仕事と子育ての両立を支援します。 

教育推進課 

介護保険サービスの普

及啓発 

・介護が必要な要介護・要支援者がいる家庭において、介護

保険サービスが適切に利用できるよう、情報提供や相談支

援、各種講座等を通して、制度やサービスの周知に努め、

介護者が介護をしながら働き続けることができるよう支援

します。 

国保介護支援課 

障がい福祉サービスの

普及啓発 

・障がい福祉サービスの利用を通じて、介護者が介護をしな

がら働き続けることができるよう、各種制度やサービスの周

知に努めます。 

健康福祉課 

仕事と生活の調和に関

する意識啓発 

・仕事と生活の調和を普及するため、企業等に対して意識啓

発を促すための情報提供を行います。 
地域振興課 

育児・介護休業制度な

どの普及 

・性別に関わらず育児・介護休業などの制度を利用しやすい

環境づくりを推進するよう、企業への情報提供を行います。 
地域振興課 

男性の家事・育児参画

への啓発、講座の実施 

・男性の家事・育児等への参画を促進するための情報提供

を推進するとともに、講座等の学習機会の提供やネットワー

クづくりを行います。 

健康福祉課 
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事業名 内容 担当課 

男性の介護参画への啓

発、講座の実施 

・男性の介護への参画を促進するための情報提供や講座等

の啓発活動を推進するとともに、男性が利用しやすい相談

支援や介護者同士の情報交換の機会を充実させます。 

国保介護支援課 

町役場における両立支

援体制の整備 

・町役場自らが男女共同参画のモデル職場となるためにも、

性別にかかわらず、産前・産後休業・育児休業・介護休業

等の取得促進を図り、性別に関わらず働き続けられるよう

職場環境の整備・改善に取り組みます。 

総務課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



42 

◆基本目標２における目標値 

【活動指標】 

種類 基本施策／事業名 指標 
実績値 

（令和４年） 
目標値 

（令和9年） 

活動 

再就職や起業、継続就業、

働き方の見直しをめざす女

性の支援 

「女性のための働き方セミナー」実

施回数 
１回／年 １回／年 

「出前チャレンジ相談」実施回数 (R3)１回／年 １回／年 

活動 起業等のキャリアアップ支援 起業のための講座 実施回数  ７回／年   ７回／年  

活動 再就職支援の充実 

ハローワーク出張相談  

実施回数   
12 回／年   12 回／年   

若者サポートステ－ション出張相談 

実施回数 
６回／年 ６回／年 

活動 
男性の介護参画への啓発、

講座の実施 
介護者のつどい 実施回数 (R3)１回／年 6 回／年  

活動 
障がい福祉サービスの普及

啓発 

各種制度やサービスの広報・ＨＰ

での周知回数 
12 回／年 12 回／年 

活動 
男性の家事・育児参画への

啓発・講座の実施 
講座の実施回数 12 回／年 12 回／年 

【成果指標】 

種類 基本施策／事業名 指標 
実績値 

（令和４年） 

目標値 

（令和9年） 

成果 
均等な就労機会・待遇確保

に向けた取り組み 

職場の中が男女平等と思う割合

（アンケート） 
25.8％ 30％以上 

成果 
就労形態に合わせた保育

サービスの充実 
待機児童数 ０人／年 ０人／年 

成果 
仕事と生活の調和に関する

意識啓発 

ワーク・ライフ・バランスの現実と希

望のギャップ～「仕事」と「家庭生活」

と「地域・個人の生活」ともに優先の割

合～（アンケート） 

14.8㌽差 5㌽未満 

家庭生活の中が男女平等と思う

割合（アンケート） 
35.5％ 50％以上 

成果 
育児・介護休業制度などの

普及 

男性の育児休業制度利用率（ア

ンケート） 
6.3％ 30％ 

成果 
町役場における両立支援体

制の整備 

男性職員の配偶者出産休暇取得

率 

62.5％ 

(H29～R3平均)  
 70％ 

男性職員の育児休業取得率 
5.9％ 

(H29～R3平均) 
30％ 

年次休暇の取得率 24％  35％ 
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基本目標３ 安全・安心な暮らしの実現 

(１)男女共同参画の視点に立った防災・復興体制の確立 

 

いざという非常時に性別によるニーズの差に配慮した災害対策が適切に行われるよう、平常時から男

女共同参画の視点に立った防災体制の整備を推進します。 

 

事業名 内容 担当課 

性別によるニーズの差に

配慮した災害対策、防災

体制の整備 

・災害発生時において、性別によるニーズの違いに配慮した

避難所運営等の被災者支援や復興事業が図れるよう、男

女共同参画の視点に立った災害・防災体制の充実に取り

組みます。 

住民課 

自主防災組織における

女性参画の促進 

・自主防災組織の育成・強化及び、地域における防災・復興

への女性の参画を促進します。 
住民課 

 

 

(２)困難を抱えた人たちが安心して暮らせる環境の整備 

 

ひとり親家庭や高齢者、障がい者、在住外国人、性的少数者（セクシュアルマイノリティ）16等、複合的

な困難を抱えやすい状況にある住民が安心してまちで暮らすことができるよう、各種サービスや相談支援

を充実し、地域社会全体で支えるための環境整備を図ります。 

 

事業名 内容 担当課 

複合的な困難を抱える

方に関する相談体制の

充実 

・「高齢者総合相談窓口」としての地域包括支援センターの

機能強化を図り、高齢者等の介護・福祉・健康・医療をはじ

め、生活の中での困りごとや心配ごとの相談に応じます。 

・「重層的支援体制整備事業」として、子ども・障がい者・高

齢者・外国人・生活困窮者等に対する、複数の生活上の課

題に対応した分野横断的な体制の整備を進めます。 

健康福祉課 

国保介護支援課 

「高齢者福祉計画及び

介護保険事業計画」に

基づく施策の充実 

・高齢者が地域で生き生きと安心して生活できるよう、「高齢

者福祉計画及び介護保険事業計画」に基づく介護・介護

予防等の各種サービスを推進し、「地域共生社会」の実現

を目指します。 

国保介護支援課 

「障害者計画及び障害

福祉計画」に基づく施策

の充実 

・障がい者が自立した日常生活や社会生活を営み、安心し

て暮らすことができるよう、「障害者計画及び障害福祉計

画」に基づく障害者福祉サービス・相談支援体制の充実を

図ります。 

健康福祉課 

性の尊重や多様性につ

いての教育・情報発信 

・性の尊重や多様性について正しい理解を深める教育や情

報発信に取り組み、誰もが自分らしく生きられる社会の実

現を目指します。 

教育推進課 
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 (３)生涯を通じた健康支援 

 

誰もが性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）17について正しい知識を持ち、

妊娠・出産等に係る主体的な選択をしてくことができるよう情報提供を図ります。また、性差に配慮した生

涯にわたる健康づくりの支援に取り組みます。 

 

事業名 内容 担当課 

思春期保健事業（いの

ちの大切さ学び教室）の

実施 

・中学２年生を対象とした思春期保健事業において、妊娠や

出産、健康教育（性教育）について正しい知識や情報を提

供し、それぞれの性を尊重できる意識を育みます。 

健康福祉課 

健康づくりと介護予防の

推進 

・生活習慣や身体の性差により、健康づくりや高齢期におけ

る介護ニーズが性別により異なることを念頭に、男女共同

参画の視点に立った健康の維持増進・介護予防等の充実

を図ります。 

健康福祉課 

国保介護支援課 

 
 

(４)あらゆる暴力の根絶【DV防止計画】 

 

男女間のあらゆる暴力の根絶に向け、住民や企業に対して啓発活動を行うとともに、ドメスティック・バ

イオレンス(DV)やセクシュアル・ハラスメント等の多様化する暴力に対し、相談事業の充実や関係機関と

の連携強化を図り、暴力の予防と被害からの回復のための取り組みを推進します。 

 

事業名 内容 担当課 

DV防止法やストーカー

規制法等、法律の周知・

啓発 

・ホームページや広報誌、ＤＶ周知啓発ポスター等を活用し、

ＤＶ防止法やストーカー規制法に関する周知・啓発及び相

談窓口等の周知を図ります。 

健康福祉課 

DV等被害の早期発見

に向けた取り組み 

・保健・医療機関や教育・保育関係者、福祉関係者、民生委

員児童委員などに対し、ＤＶに対する情報提供を行い、被

害者の早期発見に連携して取り組み、通報体制の周知を

図ります。 

健康福祉課 

DVやストーカー行為被

害者等の支援に向けた

関係機関との連携強化 

・被害者保護のため、庁内連携をはじめ、県や警察署等の関

係機関との連携強化を図ります。 

・関係機関の対応状況や課題等についての情報交換や研

修会の実施等により連携の強化を図るとともに、スムーズ

な対応・支援をするため適宜「上郡町ＤＶ対策推進会議」

を開催します。 

健康福祉課 

住民課 

母子等緊急一時保護の

充実と被害者の自立支

援の推進 

・DV 等の被害を受けた親子の身の安全を確保するため、緊

急一時保護の支援を行います。 
健康福祉課 
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事業名 内容 担当課 

・被害者が落ち着いた生活を取り戻せるように、就労・子育

て支援、経済面での援助や住宅確保等、関係機関と連携し

ながら、自立に向けた支援を行います。 

あらゆるハラスメントの

防止に向けた意識啓発 

・各種講座・広報誌や啓発資料等、多様な機会・媒体を活用

して、職場・学校・地域等におけるあらゆるハラスメントの防

止に向けた意識啓発を推進します。 

生涯学習課 

総務課 

企業等に対するハラスメ

ント防止の周知啓発 

・町内事業所・労働者を対象に、あらゆるハラスメントに関す

る正しい知識の周知のため情報提供を行います。 
地域振興課 

高齢者・障がい者虐待

防止の推進 

・高齢者・障がい者虐待に関する正しい知識や理解を図る

ため、広報・パンフレット・ホームページ等を活用して啓発活

動を行うとともに、早期発見、迅速な対応を進めるため、通

報・相談窓口の周知と関係機関との連携強化に努めます。 

・性的虐待の危険性を念頭に入れ、男女共同参画の視点に

配慮したきめ細やかな支援を実施します。 

健康福祉課 

国保介護支援課 
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◆基本目標３における目標値 

【活動指標】 

種類 基本施策／事業名 指標 
実績値 

（令和４年） 
目標値 

（令和9年） 

活動 

性別によるニーズの差に配

慮した災害対策、防災体制

の整備 

生理用品保有数 2,578枚    2,578枚    

パーテーション保有数 150 セット 150 セット 

活動 
複合的な困難を抱える方に

関する相談体制の充実 
重層的支援体制整備事業 未実施 実施 

活動 
思春期保健事業（いのちの

大切さ学び教室）の実施 

思春期保健事業（いのちの大切

さ・性教育）中学２年生を対象  

実施回数/参加人数 

１回／年 

101 人／年  

１回／年 

100 人／年  

活動 
DV 防止法やストーカー規

制法等、法律の周知・啓発 

ホームページ・広報により、DV 等

の相談窓口に関する情報発信回

数 

12 回／年 12 回／年 

相談窓口情報のパンフレット配布 12 回／年 12 回／年 

活動 

DV やストーカー行為被害

者等の支援に向けた関係機

関との連携強化 

ＤＶ対応研修会またはＤＶ対策推

進会議の開催 
３回／年 ３回／年 

活動 

母子等緊急一時保護の充

実と被害者の自立支援の推

進 

緊急一時保護の実施件数 ０件／年 ０件／年 

活動 
あらゆるハラスメントの防止

に向けた意識啓発 

町職員の倫理に関する研修への

派遣（総務課） 
２人／年 ２人／年 

活動 
高齢者・障がい者虐待防止

の推進 

広報誌による高齢者虐待予防に

関する周知回数（国保介護支援

課） 

1 回／年 1 回／年 

 
【成果指標】 

種類 基本施策／事業名 指標 
実績値 

（令和４年） 
目標値 

（令和9年） 

成果 
あらゆるハラスメントの防止

に向けた意識啓発 

DV を直接経験したことのある女

性割合（アンケート） 
4.6％ 減少 

DV を直接経験したことのある男

性割合（アンケート） 
0.8％ 減少 

成果 
あらゆるハラスメントの防止

に向けた意識啓発 

セクハラを直接経験したことのある

女性割合（アンケート） 
8.5％ 減少 

セクハラを直接経験したことのある

男性割合（アンケート） 
1.2％ 減少 
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基本目標４ あらゆる分野における女性の活躍推進 

(１)男女共同参画による地域の担い手づくり 

 

性別による固定的な役割分担からなる地域の慣行や考え方が、地域における様々な活動における多

様で平等な住民の参画の妨げとならないよう、意識改革に向けた情報発信、啓発活動を図るとともに、地

域の担い手づくりを推進します。 

 

事業名 内容 担当課 

男女共同参画による地

域活動の推進 

・男女共同参画の推進に向けて、住民が活発な活動を進め

られるように、学習や交流等の活動拠点となる場を提供す

るとともに、情報提供等を行います。 

全課 

リーダー養成に向けたセ

ミナー等の情報提供 

・地域活動における意思決定に女性が参画できるよう、地域

団体、ボランティア、NPO 等で活躍する女性リーダーの人

材育成に向け、情報提供を行います。 

生涯学習課 

農林業等における男女

共同参画の推進 

・次代を担う能力のある女性農業者の育成と活躍状況の発

信や女性農業者の確保に向け、就農イベントの開催や様々

な機会を通じて啓発活動を行います。 

・農林業等の自営業において、男女がともに経営のパートナ

ーとして協力し合えるように、認定農業者の共同申請等の

推進や、女性の経営管理能力・技術向上のための講習の

実施、女性農業者のグループづくりを行います。 

・固定的な性別役割分担意識を解消し、就労条件を明確に

した家族経営協定18の締結を推進するなど、農林業等の自

営業における女性の労働に対する正当な評価を得られるよ

う、各種制度の啓発を進めます。 

農林振興課 

 

 

 

(２)政策・方針決定の場への女性の参画の拡大 

 

政策・方針決定過程における男女の平等な参画は、あらゆる人が暮らしやすい社会の実現にとって極

めて重要な要件と言えます。町の審議会や職員等の町政における男女共同参画を推進するとともに、ま

ちづくりへの住民の参画を促進し、多様な意見が反映されるまちの実現を目指します。 

 

事業名 内容 担当課 

女性委員登用の促進 
・男女がともに意思決定の場に参画できるよう、審議会等へ

女性委員の登用を推進します。 
全課 
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事業名 内容 担当課 

町職員の管理職等への

女性職員の積極的登用 

・「上郡町特定事業主行動計画」において女性の管理職の

登用目標を設定し、職員の意欲と能力の把握に努め、女性

職員の登用に努めます。 

・町職員における女性の職域拡大と管理職への登用を促進

するため、女性職員を対象に、キャリアアップやモチベーショ

ン向上に資する研修への派遣を実施します。 

総務課 

住民参画の機会の充実 

・住民からの意見を収集するためのパブリックコメントや、意

見交換会等の実施などを全庁的に広く取り入れ、女性も含

む多様な意見が町行政に反映されるよう工夫します。 

全課 

町の制度、施策の点検 

・政策全般にかかわるすべての領域、政策分野にジェンダー

平等の視点を入れることを目的に、町の諸制度・施策を定

期的に点検し、必要に応じて改善を図ります（ジェンダー主

流化19）。 

全課 

 

 

◆基本目標４における目標値 

【活動指標】 

種類 基本施策／事業名 指標 
実績値 

（令和４年） 
目標値 

（令和9年） 

活動 
町職員の管理職等への女

性職員の積極的登用 

キャリアアップ研修への女性職員

の派遣 
２人／年 ２人／年 

 
【成果指標】 

種類 基本施策／事業名 指標 
実績値 

（令和４年） 
目標値 

（令和9年） 

成果 
農林業等における男女共同

参画の推進 

認定農業者（女性の役員を有する

法人及び共同申請を含む） 
４経営体    ５経営体  

家族経営協定 締結数 ３件 ３件 

女性の新規就農者数 １名 １名 

成果 
男女共同参画による地域活

動の推進 

自治会等の地域活動が男女平等

と思う割合（アンケート） 
27.5％ 50％以上 

成果 女性委員登用の促進 

審議会等における女性委員の割

合 
19％ 

30％以上

60％以下 

政治の場で男女平等と思う割合

（アンケート） 
12.3％ 15％以上 

成果 
町職員の管理職等への女

性職員の積極的登用 

町職員の管理職に占める女性の

割合 
20％ 30％ 

 

 



49 

第５章 目標値一覧

「上郡町男女共同参画プラン」において設定する目標値は以下の通りです。 

 

◆基本目標１における目標値 

種類 基本施策／事業名 指標 
実績値 

（令和４年） 
目標値 

（令和9年） 

活動 
男女共同参画社会の形成

のための普及啓発 

広報誌での男女共同参画に関す

る情報発信回数 
１回／年 １回／年 

活動 町職員の意識・資質の向上 
町職員向けの男女共同参画をテ

ーマとした研修への職員の派遣 
１回／年  １回／年  

活動 
男女共同参画に関する図書

の充実 

図書館における「男女共同参画」

をテーマとしたキャンペーン実施回

数 

(R3)１回／年 １回／年 

男女共同参画関連図書の貸し出

し件数 
―  10 件／年 

活動 
人権啓発に関する講演会の

開催 
人権に関する講演会 実施回数 １回／年  １回／年 

成果 
基本施策（１）男女共同参

画を促進する情報の提供 

「夫は外で働き妻は家庭を守るべ

き」の割合（アンケート） 
16.4％ 10％未満 

成果 
基本施策（１）男女共同参

画を促進する情報の提供 

社会全体でみて男女平等と思う割

合（アンケート） 
16.4％ 20％以上 

 
 

◆基本目標２における目標値 

種類 基本施策／事業名 指標 
実績値 

（令和４年） 
目標値 

（令和9年） 

活動 

再就職や起業、継続就業、

働き方の見直しをめざす女

性の支援 

「女性のための働き方セミナー」実

施回数 
１回／年 １回／年 

「出前チャレンジ相談」実施回数 (R3)１回／年 １回／年 

活動 起業等のキャリアアップ支援 起業のための講座 実施回数  ７回／年   ７回／年  

活動 再就職支援の充実 

ハローワーク出張相談  

実施回数   
12 回／年   12 回／年   

若者サポートステ－ション出張相談 

実施回数 
６回／年 ６回／年 

活動 
男性の介護参画への啓発、

講座の実施 
介護者のつどい 実施回数 (R3)１回／年 6 回／年  

活動 
障がい福祉サービスの普及

啓発 

各種制度やサービスの広報・ＨＰ

での周知回数 
12 回／年 12 回／年 
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種類 基本施策／事業名 指標 
実績値 

（令和４年） 

目標値 

（令和9年） 

活動 
男性の家事・育児参画への

啓発・講座の実施 
講座の実施回数 12 回／年 12 回／年 

成果 
均等な就労機会・待遇確保

に向けた取り組み 

職場の中が男女平等と思う割合

（アンケート） 
25.8％ 30％以上 

成果 
就労形態に合わせた保育

サービスの充実 
待機児童数 ０人／年 ０人／年 

成果 
仕事と生活の調和に関する

意識啓発 

ワーク・ライフ・バランスの現実と希

望のギャップ～「仕事」と「家庭生活」

と「地域・個人の生活」ともに優先の割

合～（アンケート） 

14.8㌽差 5㌽未満 

家庭生活の中が男女平等と思う割

合（アンケート） 
35.5％ 50％以上 

成果 
育児・介護休業制度などの

普及 

男性の育児休業制度利用率（アン

ケート） 
6.3％ 30％ 

成果 
町役場における両立支援体

制の整備 

男性職員の配偶者出産休暇取得

率 

62.5％ 

(H29～R3平均)  
 70％ 

男性職員の育児休業取得率 
5.9％ 

(H29～R3平均) 
30％ 

年次休暇の取得率 24％  35％ 
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◆基本目標３における目標値 

種類 基本施策／事業名 指標 
実績値 

（令和４年） 
目標値 

（令和9年） 

活動 

性別によるニーズの差に配

慮した災害対策、防災体制

の整備 

生理用品保有数 2,578枚    2,578枚    

パーテーション保有数 150 セット 150 セット 

活動 
複合的な困難を抱える方に

関する相談体制の充実 
重層的支援体制整備事業 未実施 実施 

活動 
思春期保健事業（いのちの

大切さ学び教室）の実施 

思春期保健事業（いのちの大切

さ・性教育）中学２年生を対象  

実施回数/参加人数 

１回／年 

101 人／年  

１回／年 

100 人／年  

活動 
ＤＶ防止法やストーカー規制

法等、法律の周知・啓発 

ホームページ・広報により、DV 等

の相談窓口に関する情報発信回

数 

12 回／年 12 回／年 

相談窓口情報のパンフレット配布 12 回／年 12 回／年 

活動 

DV やストーカー行為被害

者等の支援に向けた関係機

関との連携強化 

ＤＶ対応研修会またはＤＶ対策推

進会議の開催 
３回／年 ３回／年 

活動 

母子等緊急一時保護の充

実と被害者の自立支援の推

進 

緊急一時保護の実施件数 ０件／年 ０件／年 

活動 
あらゆるハラスメントの防止

に向けた意識啓発 

町職員の倫理に関する研修への

派遣（総務課） 
２人／年 ２人／年 

活動 
高齢者・障がい者虐待防止

の推進 

広報誌による高齢者虐待予防に

関する周知回数（国保介護支援

課） 

1 回／年 1 回／年 

成果 
あらゆるハラスメントの防止

に向けた意識啓発 

DV を直接経験したことのある女

性割合（アンケート） 
4.6％ 減少 

DV を直接経験したことのある男

性割合（アンケート） 
0.8％ 減少 

成果 
あらゆるハラスメントの防止

に向けた意識啓発 

セクハラを直接経験したことのある

女性割合（アンケート） 
8.5％ 減少 

セクハラを直接経験したことのある

男性割合（アンケート） 
1.2％ 減少 
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◆基本目標４における目標値 

種類 基本施策／事業名 指標 
実績値 

（令和４年） 
目標値 

（令和9年） 

活動 
町職員の管理職等への女

性職員の積極的登用 

キャリアアップ研修への女性職員

の派遣 
２人／年 ２人／年 

成果 
農林業等における男女共同

参画の推進 

認定農業者（女性の役員を有する

法人及び共同申請を含む） 
４経営体    ５経営体  

家族経営協定 締結数 ３件 ３件 

女性の新規就農者数 １名 １名 

成果 
男女共同参画による地域活

動の推進 

自治会等の地域活動が男女平等

と思う割合（アンケート） 
27.5％ 50％以上 

成果 女性委員登用の促進 

審議会等における女性委員の割

合 
19％ 

30％以上

60％以下 

政治の場で男女平等と思う割合

（アンケート） 
12.3％ 15％以上 

成果 
町職員の管理職等への女

性職員の積極的登用 

町職員の管理職に占める女性の

割合 
20％ 30％ 
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第６章 計画の推進に向けて

１．  庁内の推進体制 

本計画は男女共同参画に関する関係部局の施策を一体的に推進するものであり、生涯学習課を中心

に、組織横断的な庁内連絡会議を運営するとともに、町の各施策が男女共同参画の視点に立ったものと

なるよう、町職員の意識・資質の向上を図ります。 

また、上郡町総合計画及び関連する計画、諸制度との整合性を保ち、総合的な施策展開に努めます。 

 

２．住民・関係団体等と連携した推進 

国や県の方針を十分考慮したうえで、本町の地域特性や住民の意見を施策に反映させるため、男女

共同参画プランの見直しの際には、学識経験者、地域の関係団体等で組織する「上郡町男女共同参画

プラン策定委員会」において、各施策の進捗状況確認や検証を行うことで、本計画の効果的な推進に努

めます。 

また、国や県をはじめとする各種機関との情報・意見交換、その他必要な連携を図ります。 

 

３．計画の進捗管理 

計画に掲げる目標や施策が適切かつ効果的に実行されているかについて、各課の取り組み状況調査

の実施により、事業の定期的な点検を行うととともに、事業がどれだけ行われたか（活動指標）、住民に

どのような効果が表れたか（成果指標）を「目標値」として設定（第５章参照）することで、ＰＤＣＡサイクル

によりその達成状況を評価し、必要に応じて施策・事業の内容の見直しを行います。 
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資料編

１．上郡町男女共同参画プラン策定経過  

年  月 概  要 

令和４年 10月 13日 

～10月 31日 
◇住民アンケート調査票の発送、回収 

令和４年 10月 21日 
◇第１回 策定委員会 

プラン策定、アンケート調査、スケジュールについて 

令和４年 12月 
◇庁内ヒアリング 

 ・各課実施事業、実績値、目標値の把握 

令和４年 12月 22日 

◇庁内連絡会議 

 ・計画（素案）について 

 ・ヒアリング結果と展開事業・目標値について 

令和５年１月 20日 

◇第２回 策定委員会 

 ・住民アンケート結果、課題、目標値について 

 ・計画（素案）について 

令和５年２月９日 

～３月 10日 
◇パブリックコメント実施 

令和５年３月 20日 
◇第３回 策定委員会 

 ・計画（最終案）について 
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２．上郡町男女共同参画プラン策定委員会設置要綱 

 
     上郡町男女共同参画プラン策定委員会設置要綱 
 
 （設置） 

第１条 男女共同参画社会基本法（平成 11年法律第 78 号。以下「法」という。）  

 に基づく、男女共同参画社会を実現することを目的に、上郡町男女共同参画プラン策定委員会（以下

「委員会」という。）の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

 ⑴ 男女共同参画社会づくりの課題と具体的な取組みに関すること。 

 ⑵ プラン策定に必要な連絡調整に関すること。 

 ⑶ その他、プラン策定に必要なこと。 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員８人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

 ⑴ 専門的な知識経験を有する者 

 ⑵ 民間企業・公共的団体に属する者 

 ⑶ 教育関係に属する者 

 ⑷ 教育委員会が特に必要と認める者 

３ 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。 

４ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が完了するまでとする。 

 （会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、第３条第２項に規定する委員以外の者の出席を求め、説明

又は意見を聴くことができる。 

 （庶務） 

第６条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。 

 （その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年 12 月 24 日から施行する。 

  



56 

３．上郡町男女共同参画プラン策定会委員名簿 

委員区分 氏名 所属団体等 役職 

学識経験のある者 秋川 陽一 関西福祉大学 教育学部 教授 委員長 

学識経験のある者 川村 貴子 
兵庫県立男女共同参画センター 

主任女性活躍推進専門員 
副委員長 

民間企業・公共的団体に

属する者 
山本 良平 上郡町商工会 委員 

民間企業・公共的団体に

属する者 
竹内 盛一郎 上郡町社会福祉協議会 委員 

民間企業・公共的団体に

属する者 
長田 公江 保護司 委員 

教育関係者 竹内 久美子 教育委員 委員 

教育関係者 山本 俊 学校長 委員 

教育関係者 竹内 寿恵 こども園長 委員 
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４．男女共同参画社会基本法 

改正 平成十一年 七月 十六日法律第 百二号 

同 十一年十二月二十二日同 第百六十号

目次 

前文 

第一章 総則（第一条―第十二条） 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基

本的施策（第十三条―第二十条） 

第三章 男女共同参画会議（第二十一条―第二十八

条） 

 

附則 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法

の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた

様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつ

つ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必

要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化

等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応してい

く上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任

も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能

力を十分に発揮することができる男女共同参画社会

の実現は、緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の

実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課

題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図

っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本

理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かっ

て国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の

形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するた

め、この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、

社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある

社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共

同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並び

に国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにす

るとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策の基本となる事項を定めることにより、

男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推

進することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対

等な構成員として、自らの意思によって社会の

あらゆる分野における活動に参画する機会が

確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、

社会的及び文化的利益を享受することができ、

かつ、共に責任を担うべき社会を形成すること

をいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る

男女間の格差を改善するため必要な範囲内に

おいて、男女のいずれか一方に対し、当該機会

を積極的に提供することをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人と

しての尊厳が重んぜられること、男女が性別によ

る差別的取扱いを受けないこと、男女が個人とし

て能力を発揮する機会が確保されることその他の

男女の人権が尊重されることを旨として、行われ

なければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社

会における制度又は慣行が、性別による固定的な

役割分担等を反映して、男女の社会における活動

の選択に対して中立でない影響を及ぼすことによ

り、男女共同参画社会の形成を阻害する要因とな

るおそれがあることにかんがみ、社会における制

度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対

して及ぼす影響をできる限り中立なものとするよ

うに配慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会

の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体

における政策又は民間の団体における方針の立案

及び決定に共同して参画する機会が確保されるこ

とを旨として、行われなければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成す

る男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の

養育、家族の介護その他の家庭生活における活動

について家族の一員としての役割を円滑に果たし、

かつ、当該活動以外の活動を行うことができるよ

うにすることを旨として、行われなければならな

い。 

（国際的協調） 
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第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会

における取組と密接な関係を有していることにか

んがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調

の下に行われなければならない。 

（国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共

同参画社会の形成についての基本理念（以下「基

本理念」という。）にのっとり、男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を含

む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する

責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男

女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に

準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域

の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務

を有する。 

（国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の

社会のあらゆる分野において、基本理念にのっと

り、男女共同参画社会の形成に寄与するように努

めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策を実施するため必要な法制上又は財

政上の措置その他の措置を講じなければならない。  

（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社

会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策についての報告を提

出しなければならない。 

2 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社

会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかに

した文書を作成し、これを国会に提出しなければ

ならない。 

 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基

本的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本

的な計画（以下「男女共同参画基本計画」という。）

を定めなければならない。 

2 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項につい

て定めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画

的に推進するために必要な事項 

3 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴い

て、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の

決定を求めなければならない。 

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定が

あったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画

を公表しなければならない。 

5 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更に

ついて準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘

案して、当該都道府県の区域における男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策についての基本

的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」と

いう。）を定めなければならない。 

2 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項に

ついて定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的

に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域に

おける男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策を総合的かつ計画的に推進するために

必要な事項 

3 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男

女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域に

おける男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策についての基本的な計画（以下「市町村男女共

同参画計画」という。）を定めるように努めなけれ

ばならない。 

4 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計

画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更

したときは、遅滞なく、これを公表しなければな

らない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社

会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定

し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社

会の形成に配慮しなければならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通

じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう

適切な措置を講じなければならない。 

（苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会
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の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会

の形成に影響を及ぼすと認められる施策について

の苦情の処理のために必要な措置及び性別による

差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を

阻害する要因によって人権が侵害された場合にお

ける被害者の救済を図るために必要な措置を講じ

なければならない。 

（調査研究） 

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女

共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研

究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の策定に必要な調査研究を推進するように

努めるものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的

協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関

との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に

関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るため

に必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団

体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う

活動を支援するため、情報の提供その他の必要な

措置を講ずるように努めるものとする。 

 

第三章 男女共同参画会議 

（設置） 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会

議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三

項に規定する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は

関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の

形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政

策及び重要事項を調査審議すること。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、

必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び

関係各大臣に対し、意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政

府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす

影響を調査し、必要があると認めるときは、内

閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べ

ること。 

（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内を

もって組織する。 

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

2 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内

閣総理大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見

を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命す

る者 

2 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の

総数の十分の五未満であってはならない。 

3 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方

の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分

の四未満であってはならない。 

4 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二

年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

2 前条第一項第二号の議員は、再任されることがで

きる。 

（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するため

に必要があると認めるときは、関係行政機関の長

に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料

の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求

めることができる。 

2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要

があると認めるときは、前項に規定する者以外の

者に対しても、必要な協力を依頼することができ

る。 

（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組

織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な

事項は、政令で定める。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律

第七号）は、廃止する。 

（経過措置） 

第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審

議会設置法（以下「旧審議会設置法」という。）第

一条の規定により置かれた男女共同参画審議会は、
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第二十一条第一項の規定により置かれた審議会と

なり、同一性をもって存続するものとする。 

2 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条

第一項の規定により任命された男女共同参画審議

会の委員である者は、この法律の施行の日に、第

二十三条第一項の規定により、審議会の委員とし

て任命されたものとみなす。この場合において、

その任命されたものとみなされる者の任期は、同

条第二項の規定にかかわらず、同日における旧審

議会設置法第四条第二項の規定により任命された

男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期

間と同一の期間とする。 

3 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条

第一項の規定により定められた男女共同参画審議

会の会長である者又は同条第三項の規定により指

名された委員である者は、それぞれ、この法律の

施行の日に、第二十四条第一項の規定により審議

会の会長として定められ、又は同条第三項の規定

により審議会の会長の職務を代理する委員として

指名されたものとみなす。 

附 則 （平成十一年七月十六日法律第百二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律

（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

一 略 

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三

項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の

規定 公布の日 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次

に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員

その他の職員である者（任期の定めのない者を除

く。）の任期は、当該会長、委員その他の職員の任

期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、

その日に満了する。 

一から十まで 略 

十一 男女共同参画審議会 

（別に定める経過措置） 

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほ

か、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、

別に法律で定める。 

 

附 則 （平成十一年十二月二十二日法律第百六十

号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、

平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の

各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施

行する。 

（以下略） 
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５．女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

（平成二十七年九月四日法律第六十四号） 

最終改正：令和四年法律第十二号 

 

目次 

第一章 総則（第一条―第四条） 

第二章 基本方針等（第五条・第六条） 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針（第七条） 

第二節 一般事業主行動計画等（第八条―第十八

条） 

第三節 特定事業主行動計画（第十九条） 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表（第二

十条・第二十一条） 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するた

めの支援措置（第二十二条―第二十九条） 

第五章 雑則（第三十条―第三十三条） 

第六章 罰則（第三十四条―第三十九条） 

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職

業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性

と能力を十分に発揮して職業生活において活躍す

ること（以下「女性の職業生活における活躍」と

いう。）が一層重要となっていることに鑑み、男

女共同参画社会基本法（平成十一年法律第七十八

号）の基本理念にのっとり、女性の職業生活にお

ける活躍の推進について、その基本原則を定め、

並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明ら

かにするとともに、基本方針及び事業主の行動計

画の策定、女性の職業生活における活躍を推進す

るための支援措置等について定めることにより、

女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に

推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急

速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その

他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力

ある社会を実現することを目的とする。 

（基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職

業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を

踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又

は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇

進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に

関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、

かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した

職場における慣行が女性の職業生活における活躍

に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力

が十分に発揮できるようにすることを旨として、

行われなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生

活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護そ

の他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退

職することが多いことその他の家庭生活に関する

事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構

成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と

社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活

における活動について家族の一員としての役割を

円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うた

めに必要な環境の整備等により、男女の職業生活

と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能とな

ることを旨として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たって

は、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、

本人の意思が尊重されるべきものであることに留

意されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性

の職業生活における活躍の推進についての基本原

則（次条及び第五条第一項において「基本原則」

という。）にのっとり、女性の職業生活における

活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及びこ

れを実施しなければならない。 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用

し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職

業生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労

働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用

環境の整備その他の女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組を自ら実施するよう努めると

ともに、国又は地方公共団体が実施する女性の職

業生活における活躍の推進に関する施策に協力し

なければならない。 

第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業

生活における活躍の推進に関する施策を総合的か

つ一体的に実施するため、女性の職業生活におけ
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る活躍の推進に関する基本方針（以下「基本方

針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定める

ものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する

基本的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する

施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するため

の支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必

要な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に

関する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活

における活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議

の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定

があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しな

ければならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用

する。 

（都道府県推進計画等） 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都

道府県の区域内における女性の職業生活における

活躍の推進に関する施策についての計画（以下こ

の条において「都道府県推進計画」という。）を

定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定め

られているときは、基本方針及び都道府県推進計

画）を勘案して、当該市町村の区域内における女

性の職業生活における活躍の推進に関する施策に

ついての計画（次項において「市町村推進計画」

という。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は

市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅

滞なく、これを公表しなければならない。 

 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣

は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組を総合的かつ効果的に実施すること

ができるよう、基本方針に即して、次条第一項に

規定する一般事業主行動計画及び第十九条第一項

に規定する特定事業主行動計画（次項において

「事業主行動計画」と総称する。）の策定に関す

る指針（以下「事業主行動計画策定指針」とい

う。）を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げ

る事項につき、事業主行動計画の指針となるべき

ものを定めるものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、

事業主行動計画策定指針を定め、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。 

第二節 一般事業主行動計画等 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下

「一般事業主」という。）であって、常時雇用す

る労働者の数が百人を超えるものは、事業主行動

計画策定指針に即して、一般事業主行動計画（一

般事業主が実施する女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同

じ。）を定め、厚生労働省令で定めるところによ

り、厚生労働大臣に届け出なければならない。こ

れを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事

項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行

動計画を定め、又は変更しようとするときは、厚

生労働省令で定めるところにより、採用した労働

者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年

数の差異、労働時間の状況、管理的地位にある労

働者に占める女性労働者の割合その他のその事業

における女性の職業生活における活躍に関する状

況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進

するために改善すべき事情について分析した上

で、その結果を勘案して、これを定めなければな
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らない。この場合において、前項第二号の目標に

ついては、採用する労働者に占める女性労働者の

割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、

労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性

労働者の割合その他の数値を用いて定量的に定め

なければならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行

動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省

令で定めるところにより、これを労働者に周知さ

せるための措置を講じなければならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行

動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省

令で定めるところにより、これを公表しなければ

ならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行

動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事

業主行動計画に定められた目標を達成するよう努

めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数

が百人以下のものは、事業主行動計画策定指針に

即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省

令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出

るよう努めなければならない。これを変更したと

きも、同様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一

般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする

場合について、第四項から第六項までの規定は前

項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を

定め、又は変更した場合について、それぞれ準用

する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の

規定による届出をした一般事業主からの申請に基

づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該

事業主について、女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況

が優良なものであることその他の厚生労働省令で

定める基準に適合するものである旨の認定を行う

ことができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認

定一般事業主」という。）は、商品、役務の提供

の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に

用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で

定めるもの（次項及び第十四条第一項において

「商品等」という。）に厚生労働大臣の定める表

示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商

品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付

してはならない。 

（認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の

各号のいずれかに該当するときは、第九条の認定

を取り消すことができる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと

認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し

たとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けた 

とき。 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの

申請に基づき、厚生労働省令で定めるところによ

り、当該事業主について、女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組に関し、当該事業主の

策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施

し、当該一般事業主行動計画に定められた目標を

達成したこと、雇用の分野における男女の均等な

機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和四十七

年法律第百十三号）第十三条の二に規定する業務

を担当する者及び育児休業、介護休業等育児又は

家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成

三年法律第七十六号）第二十九条に規定する業務

を担当する者を選任していること、当該女性の職

業生活における活躍の推進に関する取組の実施の

状況が特に優良なものであることその他の厚生労

働省令で定める基準に適合するものである旨の認

定を行うことができる。 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第十三条 前条の認定を受けた一般事業主（以下

「特例認定一般事業主」という。）については、

第八条第一項及び第七項の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定める

ところにより、毎年少なくとも一回、女性の職業

生活における活躍の推進に関する取組の実施の状

況を公表しなければならない。 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第十四条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労

働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 第十条第二項の規定は、前項の表示について準

用する。 
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（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第十五条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が

次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条

の認定を取り消すことができる。 

一 第十一条の規定により第九条の認定を取り消

すとき。 

二 第十二条に規定する基準に適合しなくなった

と認めるとき。 

三 第十三条第二項の規定による公表をせず、又

は虚偽の公表をしたとき。 

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの

法律に基づく命令に違反したとき。 

五 不正の手段により第十二条の認定を受けたと

き。 

（委託募集の特例等） 

第十六条 承認中小事業主団体の構成員である中小

事業主（一般事業主であって、常時雇用する労働

者の数が三百人以下のものをいう。以下この項及

び次項において同じ。）が、当該承認中小事業主

団体をして女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を行

わせようとする場合において、当該承認中小事業

主団体が当該募集に従事しようとするときは、職

業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第三

十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員で

ある中小事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団

体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他

の特別の法律により設立された組合若しくはその

連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一

般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員

とするもの（厚生労働省令で定める要件に該当す

るものに限る。）のうち、その構成員である中小

事業主に対して女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組を実施するための人材確保に関す

る相談及び援助を行うものであって、その申請に

基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を

適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適

合する旨の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に

規定する基準に適合しなくなったと認めるとき

は、同項の承認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集

に従事しようとするときは、厚生労働省令で定め

るところにより、募集時期、募集人員、募集地域

その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省

令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければ

ならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規

定による届出があった場合について、同法第五条

の三第一項及び第四項、第五条の四第一項及び第

二項、第五条の五、第三十九条、第四十一条第二

項、第四十二条、第四十八条の三第一項、第四十

八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五

十一条の規定は前項の規定による届出をして労働

者の募集に従事する者について、同法第四十条の

規定は同項の規定による届出をして労働者の募集

に従事する者に対する報酬の供与について、同法

第五十条第三項及び第四項の規定はこの項におい

て準用する同条第二項に規定する職権を行う場合

について、それぞれ準用する。この場合におい

て、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行

おうとする者」とあるのは「女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する法律第十六条第四項の規

定による届出をして労働者の募集に従事しようと

する者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働

者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とある

のは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の

二の規定の適用については、同法第三十六条第二

項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をし

て労働者の募集に従事させようとする者がその被

用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十

二条の二中「第三十九条に規定する募集受託者」

とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律（平成二十七年法律第六十四号）第

十六条第四項の規定による届出をして労働者の募

集に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次

項に」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、

第二項の相談及び援助の実施状況について報告を

求めることができる。 

第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の規定に

よる届出をして労働者の募集に従事する承認中小

事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する

調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき

当該募集の内容又は方法について指導することに

より、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るも

のとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十八条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規

定により一般事業主行動計画を策定しようとする
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一般事業主又はこれらの規定による届出をした一

般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、

労働者への周知若しくは公表又は一般事業主行動

計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談

その他の援助の実施に努めるものとする。 

第三節 特定事業主行動計画 

第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの長

又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特

定事業主」という。）は、政令で定めるところに

より、事業主行動計画策定指針に即して、特定事

業主行動計画（特定事業主が実施する女性の職業

生活における活躍の推進に関する取組に関する計

画をいう。以下この条において同じ。）を定めな

ければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事

項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又

は変更しようとするときは、内閣府令で定めると

ころにより、採用した職員に占める女性職員の割

合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状

況、管理的地位にある職員に占める女性職員の割

合その他のその事務及び事業における女性の職業

生活における活躍に関する状況を把握し、女性の

職業生活における活躍を推進するために改善すべ

き事情について分析した上で、その結果を勘案し

て、これを定めなければならない。この場合にお

いて、前項第二号の目標については、採用する職

員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数

の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にあ

る職員に占める女性職員の割合その他の数値を用

いて定量的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又

は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知

させるための措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又

は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけ

ればならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業

主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しな

ければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取

組を実施するとともに、特定事業主行動計画に定

められた目標を達成するよう努めなければならな

い。 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の

公表） 

第二十条 第八条第一項に規定する一般事業主（常

時雇用する労働者の数が三百人を超えるものに限

る。）は、厚生労働省令で定めるところにより、

職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選

択に資するよう、その事業における女性の職業生

活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的

に公表しなければならない。 

一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働

者に対する職業生活に関する機会の提供に関す

る実績 

二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活と

の両立に資する雇用環境の整備に関する実績 

２ 第八条第一項に規定する一般事業主（前項に規

定する一般事業主を除く。）は、厚生労働省令で

定めるところにより、職業生活を営み、又は営も

うとする女性の職業選択に資するよう、その事業

における女性の職業生活における活躍に関する前

項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を

定期的に公表しなければならない。 

３ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労

働省令で定めるところにより、職業生活を営み、

又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、

その事業における女性の職業生活における活躍に

関する第一項各号に掲げる情報の少なくともいず

れか一方を定期的に公表するよう努めなければな

らない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の

公表） 

第二十一条 特定事業主は、内閣府令で定めるとこ

ろにより、職業生活を営み、又は営もうとする女

性の職業選択に資するよう、その事務及び事業に

おける女性の職業生活における活躍に関する次に

掲げる情報を定期的に公表しなければならない。 

一 その任用し、又は任用しようとする女性に対

する職業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との

両立に資する勤務環境の整備に関する実績 
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第四章 女性の職業生活における活躍を推進するた

めの支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍を

推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、

創業の支援その他の必要な措置を講ずるよう努め

るものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍

を推進するため、前項の措置と相まって、職業生

活を営み、又は営もうとする女性及びその家族そ

の他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介

その他の情報の提供、助言その他の必要な措置を

講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事

務の一部を、その事務を適切に実施することがで

きるものとして内閣府令で定める基準に適合する

者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者

又は当該事務に従事していた者は、正当な理由な

く、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしては

ならない。 

（財政上の措置等） 

第二十三条 国は、女性の職業生活における活躍の

推進に関する地方公共団体の施策を支援するため

に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう

努めるものとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十四条 国は、女性の職業生活における活躍の

推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発

金融公庫その他の特別の法律によって設立された

法人であって政令で定めるものをいう。）の役務

又は物件の調達に関し、予算の適正な使用に留意

しつつ、認定一般事業主、特例認定一般事業主そ

の他の女性の職業生活における活躍に関する状況

又は女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組の実施の状況が優良な一般事業主（次項にお

いて「認定一般事業主等」という。）の受注の機

会の増大その他の必要な施策を実施するものとす

る。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般

事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施策

を実施するように努めるものとする。 

（啓発活動） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、女性の職業生

活における活躍の推進について、国民の関心と理

解を深め、かつ、その協力を得るとともに、必要

な啓発活動を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第二十六条 国は、女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組に資するよう、国内外における

女性の職業生活における活躍の状況及び当該取組

に関する情報の収集、整理及び提供を行うものと

する。 

（協議会） 

第二十七条 当該地方公共団体の区域において女性

の職業生活における活躍の推進に関する事務及び

事業を行う国及び地方公共団体の機関（以下この

条において「関係機関」という。）は、第二十二

条第一項の規定により国が講ずる措置及び同条第

二項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係

る事例その他の女性の職業生活における活躍の推

進に有用な情報を活用することにより、当該区域

において女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにす

るため、関係機関により構成される協議会（以下

「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団

体の区域内において第二十二条第三項の規定によ

る事務の委託がされている場合には、当該委託を

受けた者を協議会の構成員として加えるものとす

る。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認

めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員とし

て加えることができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下

この項において「関係機関等」という。）が相互

の連絡を図ることにより、女性の職業生活におけ

る活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等

の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応

じた女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組について協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体

は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公

表しなければならない。 

（秘密保持義務） 

第二十八条 協議会の事務に従事する者又は協議会

の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協
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議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはな

らない。 

（協議会の定める事項） 

第二十九条 前二条に定めるもののほか、協議会の

組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定め

る。 

 

第五章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第三十条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し

必要があると認めるときは、第八条第一項に規定

する一般事業主又は認定一般事業主若しくは特例

認定一般事業主である同条第七項に規定する一般

事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若

しくは勧告をすることができる。 

（公表） 

第三十一条 厚生労働大臣は、第二十条第一項若し

くは第二項の規定による公表をせず、若しくは虚

偽の公表をした第八条第一項に規定する一般事業

主又は第二十条第三項に規定する情報に関し虚偽

の公表をした認定一般事業主若しくは特例認定一

般事業主である第八条第七項に規定する一般事業

主に対し、前条の規定による勧告をした場合にお

いて、当該勧告を受けた者がこれに従わなかった

ときは、その旨を公表することができる。 

（権限の委任） 

第三十二条 第八条、第九条、第十一条、第十二

条、第十五条、第十六条、第三十条及び前条に規

定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定

めるところにより、その一部を都道府県労働局長

に委任することができる。 

（政令への委任） 

第三十三条 この法律に定めるもののほか、この法

律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 

第六章 罰則 

第三十四条 第十六条第五項において準用する職業

安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止

の命令に違反して、労働者の募集に従事した者

は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す

る。 

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、

一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処す

る。 

一 第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏

らした者 

二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした 

 者 

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、

六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処す

る。 

一 第十六条第四項の規定による届出をしない

で、労働者の募集に従事した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法

第三十七条第二項の規定による指示に従わなか

った者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法

第三十九条又は第四十条の規定に違反した者 

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、

三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十条第二項（第十四条第二項において準用

する場合を含む。）の規定に違反した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法

第五十条第一項の規定による報告をせず、又は

虚偽の報告をした者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法

第五十条第二項の規定による立入り若しくは検

査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に

対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした

者 

四 第十六条第五項において準用する職業安定法

第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏ら

した者 

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代

理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人

の業務に関し、第三十四条、第三十六条又は前条

の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、

その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科

する。 

第三十九条 第三十条の規定による報告をせず、又

は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に

処する。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただ

し、第三章（第七条を除く。）、第五章（第二十八

条を除く。）及び第六章（第三十条を除く。）の規

定並びに附則第五条の規定は、平成二十八年四月

一日から施行する。 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日限

り、その効力を失う。 
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２ 第二十二条第三項の規定による委託に係る事務

に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘

密については、同条第四項の規定（同項に係る罰

則を含む。）は、前項の規定にかかわらず、同項

に規定する日後も、なおその効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関

して知り得た秘密については、第二十八条の規定

（同条に係る罰則を含む。）は、第一項の規定に

かかわらず、同項に規定する日後も、なおその効

力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適

用については、この法律は、第一項の規定にかか

わらず、同項に規定する日後も、なおその効力を

有する。 

（政令への委任） 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するもの

のほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置

は、政令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した

場合において、この法律の施行の状況を勘案し、

必要があると認めるときは、この法律の規定につ

いて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置

を講ずるものとする。 

 

附 則 （平成二九年三月三一日法律第一四号） 

抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を

加える改正規定及び附則第三十五条の規定  

公布の日 

二及び三 略 

四 第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五

十八条第一項、第六十条の二第四項、第七十六

条第二項及び第七十九条の二並びに附則第十一

条の二第一項の改正規定並びに同条第三項の改

正規定（「百分の五十を」を「百分の八十を」

に改める部分に限る。）、第四条の規定並びに第

七条中育児・介護休業法第五十三条第五項及び

第六項並びに第六十四条の改正規定並びに附則

第五条から第八条まで及び第十条の規定、附則

第十三条中国家公務員退職手当法（昭和二十八

年法律第百八十二号）第十条第十項第五号の改

正規定、附則第十四条第二項及び第十七条の規

定、附則第十八条（次号に掲げる規定を除

く。）の規定、附則第十九条中高年齢者等の雇

用の安定等に関する法律（昭和四十六年法律第

六十八号）第三十八条第三項の改正規定（「第

四条第

八項」を「第四条第九項」に改める部分に限

る。）、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善

等に関する法律（昭和五十一年法律第三十三

号）第三十条第一項の表第四条第八項の項、第

三十二条の十一から第三十二条の十五まで、第

三十二条の十六第一項及び第五十一条の項及び

第四十八条の三及び第四十八条の四第一項の項

の改正規定、附則第二十一条、第二十二条、第

二十六条から第二十八条まで及び第三十二条の

規定並びに附則第三十三条（次号に掲げる規定

を除く。）の規定 平成三十年一月一日 

（罰則に関する経過措置） 

第三十四条 この法律（附則第一条第四号に掲げる

規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為

に対する罰則の適用については、なお従前の例に

よる。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第三十五条 この附則に規定するもののほか、この

法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定め

る。 

 

附 則 （令和元年六月五日法律第二四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を

超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

一 第三条中労働施策の総合的な推進並びに労働

者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する

法律第四条の改正規定並びに次条及び附則第六

条の規定 公布の日 

二 第二条の規定 公布の日から起算して三年を

超えない範囲内において政令で定める日 

（罰則に関する経過措置） 

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則

の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の

施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 
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第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した

場合において、この法律による改正後の規定の施

行の状況について検討を加え、必要があると認め

るときは、その結果に基づいて所要の措置を講ず

るものとする。 

 

附 則 （令和四年三月三一日法律第一二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

一 第二条中職業安定法第三十二条及び第三十二

条の十一第一項の改正規定並びに附則第二十八

条の規定 公布の日 

二 略 

三 第一条中雇用保険法第十条の四第二項及び第

五十八条第一項の改正規定、第二条の規定（第

一号に掲げる改正規定並びに職業安定法の目次

の改正規定（「第四十八条」を「第四十七条の

三」に改める部分に限る。）、同法第五条の二第

一項の改正規定及び同法第四章中第四十八条の

前に一条を加える改正規定を除く。）並びに第

三条の規定（職業能力開発促進法第十条の三第

一号の改正規定、同条に一項を加える改正規

定、同法第十五条の二第一項の改正規定及び同

法第十八条に一項を加える改正規定を除く。）

並びに次条並びに附則第五条、第六条及び第十

条の規定、附則第十一条中国家公務員退職手当

法第十条第十項の改正規定、附則第十四条中青

少年の雇用の促進等に関する法律（昭和四十五

年法律第九十八号）第四条第二項及び第十八条

の改正規定並びに同法第三十三条の改正規定

（「、第十一条中「公共職業安定所」とあるの

は「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とある

のは「国土交通省令」と、「職業安定法第五条

の五第一項」とあるのは「船員職業安定法第十

五条第一項」と」を削る部分を除く。）並びに

附則第十五条から第二十二条まで、第二十四

条、第二十五条及び第二十七条の規定 令和四

年十月一日 

（政令への委任） 

第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法

律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定め

る。 

 

附 則 （令和四年六月一七日法律第六八号） 抄 
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６．配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

（平成十三年法律第三十一号）  

最終改正：令和四年法律第六十八号 

 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条・第二条） 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等（第

二条の二・第二条の三） 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等（第三条―

第五条） 

第三章 被害者の保護（第六条―第九条の二） 

第四章 保護命令（第十条―第二十二条） 

第五章 雑則（第二十三条―第二十八条） 

第五章の二 補則（第二十八条の二） 

第六章 罰則（第二十九条・第三十条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法

の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実

現に向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為

をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被

害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。

また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女

性であり、経済的自立が困難である女性に対して配

偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男

女平等の実現の妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等

の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、

被害者を保護するための施策を講ずることが必要で

ある。このことは、女性に対する暴力を根絶しよう

と努めている国際社会における取組にも沿うもので

ある。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保

護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、

この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、

配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する不

法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすも

のをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる心身に有

害な影響を及ぼす言動（以下この項及び第二十八

条の二において「身体に対する暴力等」と総称す

る。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を

受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が

取り消された場合にあっては、当該配偶者であっ

た者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含

むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者かの

暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出を

していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていない

が事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事

実上離婚したと同様の事情に入ることを含むもの

とする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力

を防止するとともに、被害者の自立を支援するこ

とを含め、その適切な保護を図る責務を有する。 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務

大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五

項において「主務大臣」という。）は、配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関

する基本的な方針（以下この条並びに次条第一項

及び第三項において「基本方針」という。）を定め

なければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、

次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の

市町村基本計画の指針となるべきものを定めるも

のとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

のための施策の内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更

しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関

の長に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更

したときは、遅滞なく、これを公表しなければな

らない。 
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（都道府県基本計画等） 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該

都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護のための施策の実施に関する基本的な

計画（以下この条において「都道府県基本計画」

という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項

を定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する基本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

のための施策の実施内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方

針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、

当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護のための施策の実施に関する基本的

な計画（以下この条において「市町村基本計画」

という。）を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は

市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅

滞なく、これを公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道

府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために

必要な助言その他の援助を行うよう努めなければ

ならない。 

 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人

相談所その他の適切な施設において、当該各施設

が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果

たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設に

おいて、当該各施設が配偶者暴力相談支援センタ

ーとしての機能を果たすようにするよう努めるも

のとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げ

る業務を行うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に

応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行

う機関を紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学

的又は心理学的な指導その他の必要な指導を

行うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合に

あっては、被害者及びその同伴する家族。次号、

第六号、第五条、第八条の三及び第九条におい

て同じ。）の緊急時における安全の確保及び一

時保護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進する

ため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関す

る制度の利用等について、情報の提供、助言、

関係機関との連絡調整その他の援助を行うこ

と。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用につ

いて、情報の提供、助言、関係機関への連絡そ

の他の援助を行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用につ

いて、情報の提供、助言、関係機関との連絡調

整その他の援助を行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら

行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者

に委託して行うものとする。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行

うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う

民間の団体との連携に努めるものとする。 

（婦人相談員による相談等） 

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要

な指導を行うことができる。 

（婦人保護施設における保護） 

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者

の保護を行うことができる。 

 

第三章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であ

った者からの身体に対する暴力に限る。以下この

章において同じ。）を受けている者を発見した者は、

その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官

に通報するよう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに

当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾

病にかかったと認められる者を発見したときは、

その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官

に通報することができる。この場合において、そ

の者の意思を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示

罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、

前二項の規定により通報することを妨げるものと

解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに

当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾



 

72 

病にかかったと認められる者を発見したときは、

その者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の

利用について、その有する情報を提供するよう努

めなければならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護について

の説明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に

関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応

じ、被害者に対し、第三条第三項の規定により配

偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容につ

いて説明及び助言を行うとともに、必要な保護を

受けることを勧奨するものとする。 

（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力

が行われていると認めるときは、警察法（昭和二

十九年法律第百六十二号）、警察官職務執行法（昭

和二十三年法律第百三十六号）その他の法令の定

めるところにより、暴力の制止、被害者の保護そ

の他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止

するために必要な措置を講ずるよう努めなければ

ならない。 

（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長

（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面

については、方面本部長。第十五条第三項におい

て同じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を受

けている者から、配偶者からの暴力による被害を

自

ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、

その申出を相当と認めるときは、当該配偶者から

の暴力を受けている者に対し、国家公安委員会規

則で定めるところにより、当該被害を自ら防止す

るための措置の教示その他配偶者からの暴力によ

る被害の発生を防止するために必要な援助を行う

ものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十

五号）に定める福祉に関する事務所（次条におい

て「福祉事務所」という。）は、生活保護法（昭和

二十五年法律第百四十四号）、児童福祉法（昭和二

十二年法律第百六十四号）、母子及び父子並びに寡

婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）その

他の法令の定めるところにより、被害者の自立を

支援するために必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警

察、福祉事務所、児童相談所その他の都道府県又

は市町村の関係機関その他の関係機関は、被害者

の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行

われるよう、相互に連携を図りながら協力するよ

う努めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係

る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申

出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理す

るよう努めるものとする。 

 

第四章 保護命令 

（保護命令） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又

は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に

対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以

下この章において同じ。）を受けた者に限る。以下

この章において同じ。）が、配偶者からの身体に対

する暴力を受けた者である場合にあっては配偶者

からの更なる身体に対する暴力（配偶者からの身

体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、

又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当

該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対

する暴力。第十二条第一項第二号において同じ。）

により、配偶者からの生命等に対する脅迫を受け

た者である場合にあっては配偶者から受ける身体

に対する暴力（配偶者からの生命等に対する脅迫

を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻

が取り消された場合にあっては、当該配偶者であ

った者から引き続き受ける身体に対する暴力。同

号において同じ。）により、その生命又は身体に重

大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所

は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に

危害が加えられることを防止するため、当該配偶

者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に

対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又

はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該

配偶者であった者。以下この条、同項第三号及び

第四号並びに第十八条第一項において同じ。）に対

し、次の各号に掲げる事項を命ずるものとする。

ただし、第二号に掲げる事項については、申立て

の時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠

を共にする場合に限る。 

一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、

被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠と

している住居を除く。以下この号において同じ。）

その他の場所において被害者の身辺につきま

とい、又は被害者の住居、勤務先その他その通

常所在する場所の付近をはいかいしてはなら



 

73 

ないこと。 

二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、

被害者と共に生活の本拠としている住居から

退去すること及び当該住居の付近をはいかい

してはならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号

の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判

所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体

に危害が加えられることを防止するため、当該配

偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の

規定による命令の効力が生じた日から起算して六

月を経過する日までの間、被害者に対して次の各

号に掲げるいずれの行為もしてはならないことを

命ずるものとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような

事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得

ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファ

クシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メ

ールを送信すること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から

午前六時までの間に、電話をかけ、ファクシミ

リ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信

すること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌

悪の情を催させるような物を送付し、又はその

知り得る状態に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り

得る状態に置くこと。 

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しく

はその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥

心を害する文書、図画その他の物を送付し、若

しくはその知り得る状態に置くこと。 

３ 第一項本文に規定する場合において、被害者が

その成年に達しない子（以下この項及び次項並び

に第十二条第一項第三号において単に「子」とい

う。）と同居しているときであって、配偶者が幼年

の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っている

ことその他の事情があることから被害者がその同

居している子に関して配偶者と面会することを余

儀なくされることを防止するため必要があると認

めるときは、第一項第一号の規定による命令を発

する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立て

により、その生命又は身体に危害が加えられるこ

とを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効

力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力

が生じた日から起算して六月を経過する日までの

間、当該子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠

としている住居を除く。以下この項において同

じ。）、就学する学校その他の場所において当該子

の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学す

る学校その他その通常所在する場所の付近をはい

かいしてはならないことを命ずるものとする。た

だし、当該子が十五歳以上であるときは、その同

意がある場合に限る。 

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者が

被害者の親族その他被害者と社会生活において密

接な関係を有する者（被害者と同居している子及

び配偶者と同居している者を除く。以下この項及

び次項並びに第十二条第一項第四号において「親

族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗野又

は乱暴な言動を行っていることその他の事情があ

ることから被害者がその親族等に関して配偶者と

面会することを余儀なくされることを防止するた

め必要があると認めるときは、第一項第一号の規

定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、

被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害

が加えられることを防止するため、当該配偶者に

対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定に

よる命令の効力が生じた日から起算して六月を経

過する日までの間、当該親族等の住居（当該配偶

者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下

この項において同じ。）その他の場所において当該

親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住

居、勤務先その他その通常所在する場所の付近を

はいかいしてはならないことを命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳

未満の子を除く。以下この項において同じ。）の同

意（当該親族等が十五歳未満の者又は成年被後見

人である場合にあっては、その法定代理人の同意）

がある場合に限り、することができる。 

（管轄裁判所） 

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに

係る事件は、相手方の住所（日本国内に住所がな

いとき又は住所が知れないときは居所）の所在地

を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の

各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもするこ

とができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対す

る暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地 

（保護命令の申立て） 

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定によ
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る命令（以下「保護命令」という。）の申立ては、

次に掲げる事項を記載した書面でしなければなら

ない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等

に対する脅迫を受けた状況 

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は

配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後

の配偶者から受ける身体に対する暴力により、

生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが

大きいと認めるに足りる申立ての時における

事情 

三 第十条第三項の規定による命令の申立てを

する場合にあっては、被害者が当該同居してい

る子に関して配偶者と面会することを余儀な

くされることを防止するため当該命令を発す

る必要があると認めるに足りる申立ての時に

おける事情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立てを

する場合にあっては、被害者が当該親族等に関

して配偶者と面会することを余儀なくされる

ことを防止するため当該命令を発する必要が

あると認めるに足りる申立ての時における事

情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警

察職員に対し、前各号に掲げる事項について相

談し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有

無及びその事実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該

警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時

及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措

置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第

五号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合

には、申立書には、同項第一号から第四号までに

掲げる事項についての申立人の供述を記載した書

面で公証人法（明治四十一年法律第五十三号）第

五十八条ノ二第一項の認証を受けたものを添付し

なければならない。 

（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件

については、速やかに裁判をするものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち

会うことができる審尋の期日を経なければ、これ

を発することができない。ただし、その期日を経

ることにより保護命令の申立ての目的を達するこ

とができない事情があるときは、この限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに

掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当

該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署

の長に対し、申立人が相談し又は援助若しくは保

護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措

置

の内容を記載した書面の提出を求めるものとする。

この場合において、当該配偶者暴力相談支援セン

ター又は当該所属官署の長は、これに速やかに応

ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項

の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署

の長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若

しくは保護を求められた職員に対し、同項の規定

により書面の提出を求めた事項に関して更に説明

を求めることができる。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、

理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論

を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示

せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は

相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日に

おける言渡しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速

やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は居

所を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通

知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶

者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又

は援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、

申立書に当該事実に係る第十二条第一項第五号イ

からニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁

判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及

びその内容を、当該申立書に名称が記載された配

偶者暴力相談支援センター（当該申立書に名称が

記載された配偶者暴力相談支援センターが二以上

ある場合にあっては、申立人がその職員に対し相

談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が最も

遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通知す

るものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対し

ては、即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及
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ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取

消しの原因となることが明らかな事情があること

につき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、

申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を

生ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずる

ことができる。事件の記録が原裁判所に存する間

は、原裁判所も、この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定に

よる命令の効力の停止を命ずる場合において、同

条第二項から第四項までの規定による命令が発せ

られているときは、裁判所は、当該命令の効力の

停止をも命じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申

し立てることができない。 

６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による

命令を取り消す場合において、同条第二項から第

四項までの規定による命令が発せられているとき

は、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなけれ

ばならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護

命令について、第三項若しくは第四項の規定によ

りその効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所が

これを取り消したときは、裁判所書記官は、速や

かに、その旨及びその内容を当該通知をした配偶

者

暴力相談支援センターの長に通知するものとする。  

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合

並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合に

ついて準用する。 

（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命

令の申立てをした者の申立てがあった場合には、

当該保護命令を取り消さなければならない。第十

条第一項第一号又は第二項から第四項までの規定

による命令にあっては同号の規定による命令が効

力を生じた日から起算して三月を経過した後にお

いて、同条第一項第二号の規定による命令にあっ

ては当該命令が効力を生じた日から起算して二週

間を経過した後において、これらの命令を受けた

者が申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立

てをした者に異議がないことを確認したときも、

同様とする。 

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規

定による命令を発した裁判所が前項の規定により

当該命令を取り消す場合について準用する。 

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二

項の場合について準用する。 

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申

立て） 

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が

発せられた後に当該発せられた命令の申立ての理

由となった身体に対する暴力又は生命等に対する

脅迫と同一の事実を理由とする同号の規定による

命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、

配偶者と共に生活の本拠としている住居から転居

しようとする被害者がその責めに帰することので

きない事由により当該発せられた命令の効力が生

ずる日から起算して二月を経過する日までに当該

住居からの転居を完了することができないことそ

の他の同号の規定による命令を再度発する必要が

あると認めるべき事情があるときに限り、当該命

令を発するものとする。ただし、当該命令を発す

ることにより当該配偶者の生活に特に著しい支障

を生ずると認めるときは、当該命令を発しないこ

とができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規

定の適用については、同条第一項各号列記以外の

部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号、

第二号及び第五号に掲げる事項並びに第十八条第

一項本文の事情」と、同項第五号中「前各号に掲

げる事項」とあるのは「第一号及び第二号に掲げ

る事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、同

条第二項中「同項第一号から第四号までに掲げる

事項」とあるのは「同項第一号及び第二号に掲げ

る事項並びに第十八条第一項本文の事情」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者

は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若し

くは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又

は事件に関する事項の証明書の交付を請求するこ

とができる。ただし、相手方にあっては、保護命

令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び

出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対す

る保護命令の送達があるまでの間は、この限りで

ない。 

（法務事務官による宣誓認証） 

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局

の管轄区域内に公証人がいない場合又は公証人が

その職務を行うことができない場合には、法務大

臣は、当該法務局若しくは地方法務局又はその支

局に勤務する法務事務官に第十二条第二項（第十

八条第二項の規定により読み替えて適用する場合

を含む。）の認証を行わせることができる。 

（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除
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き、保護命令に関する手続に関しては、その性質

に反しない限り、民事訴訟法（平成八年法律第百

九号）の規定を準用する。 

（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命

令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所

規則で定める。 

 

第五章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、

捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項におい

て「職務関係者」という。）は、その職務を行うに

当たり、被害者の心身の状況、その置かれている

環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を

問わずその人権を尊重するとともに、その安全の

確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければな

らない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被

害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する

理解を深めるために必要な研修及び啓発を行うも

のとする。 

（教育及び啓発） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの

暴力の防止に関する国民の理解を深めるための教

育及び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加害

者の更生のための指導の方法、被害者の心身の健

康を回復させるための方法等に関する調査研究の

推進並びに被害者の保護に係る人材の養成及び資

質の向上に努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を

行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努

めるものとする。 

（都道府県及び市の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を

支弁しなければならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる

業務を行う婦人相談所の運営に要する費用（次

号に掲げる費用を除く。） 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相

談所が行う一時保護（同条第四項に規定する厚

生労働大臣が定める基準を満たす者に委託し

て行う場合を含む。）に要する費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱

する婦人相談員が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護

（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者

に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い

必要な事務に要する費用 

２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する

婦人相談員が行う業務に要する費用を支弁しなけ

ればならない。 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都

道府県が前条第一項の規定により支弁した費用の

うち、同項第一号及び第二号に掲げるものについ

ては、その十分の五を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げ

る費用の十分の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁し

た費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げる

もの 

二 市が前条第二項の規定により支弁した費用 

 

第五章の二 補則 

（この法律の準用） 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章ま

での規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関

係における共同生活に類する共同生活を営んでい

ないものを除く。）をする関係にある相手からの暴

力（当該関係にある相手からの身体に対する暴力

等をいい、当該関係にある相手からの身体に対す

る暴力等を受けた後に、その者が当該関係を解消

した場合にあっては、当該関係にあった者から引

き続き受ける身体に対する暴力等を含む。）及び当

該暴力を受けた者について準用する。この場合に

おいて、これらの規定中「配偶者からの暴力」と

あるのは「第二十八条の二に規定する関係にある

相手からの暴力」と読み替えるほか、次の表の上

欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもの

とする。 
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第二条 被害者 

被害者（第二十八

条の二に規定する

関係にある相手か

らの暴力を受けた

者をいう。以下同

じ。） 

第六条第一項 

配偶者又は配

偶者であった

者 

同条に規定する関

係にある相手又は

同条に規定する関

係にある相手であ

った者 

第十条第一項

から第四項ま

で、第十一条第

二項第二号、第

十二条第一項

第一号から第

四号まで及び

第十八条第一

項 

配偶者 

第二十八条の二に

規定する関係にあ

る相手 

第十条第一項 

離婚をし、又は

その婚姻が取

り消された場

合 

第二十八条の二に

規定する関係を解

消した場合 

   

第六章 罰則 

第二十九条 保護命令（前条において読み替えて準

用する第十条第一項から第四項までの規定による

ものを含む。次条において同じ。）に違反した者は、

一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

第三十条 第十二条第一項（第十八条第二項の規定

により読み替えて適用する場合を含む。）又は第二

十八条の二において読み替えて準用する第十二条

第一項（第二十八条の二において準用する第十八

条第二項の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）の規定により記載すべき事項について虚偽

の記載のある申立書により保護命令の申立てをし

た者は、十万円以下の過料に処する。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を

経過した日から施行する。ただし、第二章、第六

条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限

る。）、第七条、第九条（配偶者暴力相談支援セン

ターに係る部分に限る。）、第二十七条及び第二十

八条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所

に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に

関して相談し、又は援助若しくは保護を求めた場

合における当該被害者からの保護命令の申立てに

係る事件に関する第十二条第一項第四号並びに第

十四条第二項及び第三項の規定の適用については、

これらの規定中「配偶者暴力相談支援センター」

とあるのは、「婦人相談所」とする。 

（検討） 

第三条 この法律の規定については、この法律の施

行後三年を目途として、この法律の施行状況等を

勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必

要な措置が講ぜられるものとする。 

 

附 則 （平成一六年六月二日法律第六四号） 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を

経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改

正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する法律（次項において「旧法」という。）第

十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定

による命令に関する事件については、なお従前の

例による。 

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられ

た後に当該命令の申立ての理由となった身体に対

する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及

ぼすものと同一の事実を理由とするこの法律によ

る改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する法律（以下「新法」という。）第十条

第一項第二号の規定による命令の申立て（この法

律の施行後最初にされるものに限る。）があった場

合における新法第十八条第一項の規定の適用につ

いては、同項中「二月」とあるのは、「二週間」と

する。 

（検討） 

第三条 新法の規定については、この法律の施行後

三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、

検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置

が講ぜられるものとする。 

 

附 則（平成一九年七月一一日法律第一一三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を

経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改
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正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する法律第十条の規定による命令の申立てに

係る同条の規定による命令に関する事件について

は、なお従前の例による。 

 

附 則 （平成二五年七月三日法律第七二号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を経過

した日から施行する。 

 

附 則 （平成二六年四月二三日法律第二八号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

一 略 

二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条

まで、第十二条及び第十五条から第十八条まで

の規定 平成二十六年十月一日 

 

附 則 （令和元年六月二六日法律第四六号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

一 附則第四条、第七条第一項及び第八条の規定 

公布の日 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の

施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討等） 

第八条 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の

施行後三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護等に関する法律第六条第一項及び

第二項の通報の対象となる同条第一項に規定する

配偶者からの暴力の形態並びに同法第十条第一項

から第四項までの規定による命令の申立てをする

ことができる同条第一項に規定する被害者の範囲

の拡大について検討を加え、その結果に基づいて

必要な措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行

後三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護等に関する法律第一条第一項に規定す

る配偶者からの暴力に係る加害者の地域社会にお

ける更生のための指導及び支援の在り方について

検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講

ずるものとする。 

 

附 則 （令和四年五月二五日法律第五二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

一 次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八

条の規定 公布の日 

（政令への委任） 

第三十八条 この附則に定めるもののほか、この法

律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

 

附 則 （令和四年六月一七日法律第六八号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 

 

 

 

 

 

（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 
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７．用語集 

11  男男女女共共同同参参画画基基本本法法  

男女が、互いにその人権を尊重しつつ、能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の形成を総

合的かつ計画的に推進することを目的に、基本理念、国・地方公共団体の責務を明らかにするととも

に、男女共同参画社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めた法律。 

  
22  配配偶偶者者かかららのの暴暴力力防防止止及及びび被被害害者者のの保保護護等等にに関関すするる法法律律  

配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律。被害者が男性の場合もこの法律の対象となるが、

被害者は、多くの場合女性であることから、女性被害者に配慮した内容の前文が置かれている。 

  
33  女女性性のの職職業業生生活活ににおおけけるる活活躍躍のの推推進進にに関関すするる法法律律  

女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則を定め、国、地方公共団体および事業

所の責務を明らかにするとともに、基本指針および事業主の行動計画の策定、女性の職業生活にお

ける活躍を推進するための支援措置等について定めている。 

  
44  ドドメメスステティィッックク・・ババイイオオレレンンスス（（DDVV））  

配偶者・パートナー間の暴力のこと。形態として、身体的暴力、精神的暴力、経済的暴力、性的暴

力、子どもを巻き込む暴力などがある。 

  
55  男男女女雇雇用用機機会会均均等等法法  

企業の事業主が募集・採用や配置・昇進・福利厚生、定年・退職・解雇にあたり、性別を理由にし

た差別を禁止することなどを定めている法律。 

 
66  ジジェェンンダダーー  

「社会的・文化的に形成された性別」のこと。人間には生まれついての生物学的性別（セックス／

sex）がある。一方、社会通念や慣習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」が

あり、このような男性、女性の別を「社会的・文化的に形成された性別」（ジェンダー／gender）とい

う。「社会的・文化的に形成された性別」は、それ自体に良い、悪いの価値を含むものではなく、国際

的にも使われている。 

 
77  パパーートトナナーーシシッッププ制制度度  

互いを人生のパートナーとし、相互の協力により、継続的な共同生活を行っている、または継続的

な共同生活を行うことを約した、一方または双方が性的マイノリティである２人が、自治体の長に対し

て宣誓書を提出することにより、互いのパートナーであることを誓う制度。 
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88  ポポジジテティィブブ・・アアククシショョンン  

固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から、「営業職に女性はほとんどいない」「管理職は

男性が大半」等の差が男女労働者の間に生じている場合、このような差を解消しようと、個々の企

業・団体が行う自主的かつ積極的な取り組みのこと。「積極的改善措置」とも呼ぶ。 

  
99  ワワーークク・・ラライイフフ・・ババラランンスス  

「仕事と生活の調和」のこと。老若男女誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己実現等、

様々な活動について、自ら希望するバランスで展開できる状態のこと。 

  
1100  ハハララススメメンントト  

属性や人格に関する言動などによって相手に不快感や不利益を与え、尊厳を傷つけること。ハラス

メントにはさまざまな種類があり、性的な言動により不快感を与える「セクシュアル・ハラスメント」、職

務上の地位や立場を利用し、業務の適正範囲を超えた叱責や嫌がらせを行う「パワー・ハラスメン

ト」、妊娠・出産した女性に対する職場等での嫌がらせである「マタニティ・ハラスメント」等がある。 

  
1111  固固定定的的なな性性別別役役割割分分担担意意識識  

男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにもかかわらず、「男

は仕事・女は家庭」、「男性は主要な業務・女性は補助的業務」等のように、男性、女性という性別を

理由として、役割を固定的に分ける考え方のこと。 

  
1122  無無意意識識のの思思いい込込みみ((アアンンココンンシシャャスス・・ババイイアアスス))  

誰もが潜在的に持っている思い込みのこと。育つ環境、所属する集団の中で無意識のうちに脳にき

ざみこまれ、既成概念、固定観念となっていく。 

  
1133  持持続続可可能能なな開開発発ののたためめのの 22003300アアジジェェンンダダ  

平成 27(2015)年９月に国連で採択された、平成 28(2016)年から令和 12(2030)年までの

国際目標。「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、経済・社会・環境をめぐる広範な課題に総

合的に取り組むため、先進国を含む国際社会全体の目標として、2030年を期限とする包括的な17

の目標（Sustainable Development Goals: SDGs）を設定。ゴール５ではジェンダー平等の達成

と全ての女性及び女児のエンパワーメント が掲げられており、すべての目標とターゲットにおける進

展において死活的に重要な貢献をするものとされている。 

  
1144  エエンンパパワワーーメメンントト  

自ら主体的に行動することによって状況を変える力をつけること。 

  
1155  ジジェェンンダダーーギギャャッッププ指指数数  

世界各国の男女間の不均衡を示す指標で、世界経済フォーラムが、経済、教育、保健、政治の分野

毎に各使用データをウェイト付けして毎年算出・発表している。スコアは最大が 1（平等）、最低が 0

（不平等）を示す。2022年の日本のジェンダーギャップ指数は 0.650 で、146 か国中116位。 
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1166  性性的的少少数数者者（（セセククシシュュアアルルママイイノノリリテティィ））  

性的少数者とは、性的多数者（自分の性別に違和感のない異性愛者）に対する言葉。性的少数者

を表す言葉の一つとして近年「LGBTQ」が用いられることがあり、これは、Ｌ＝レズビアン（女性同性

愛者）、Ｇ＝ゲイ（男性同性愛者）、Ｂ＝バイセクシャル（両性愛者）、Ｔ＝トランスジェンダー（心と体の

不一致）、Ｑ＝クエスチョニング（自身の性を明確には定義していない人）の人々を意味する頭文字か

ら作られた言葉。 

 
1177  性性とと生生殖殖にに関関すするる健健康康とと権権利利（（リリププロロダダククテティィブブ・・ヘヘルルスス／／ラライイツツ））  

リプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関する健康）とは、人間の生殖システム、その機能と（活動）

過程の全ての側面において、単に疾病、障害がないというばかりでなく、身体的、精神的、社会的に完

全に良好な状態にあることを指す言葉。  

また、リプロダクティブ・ライツ（性と生殖に関する権利）は、全てのカップルと個人が自分たちの子

どもの数、出産間隔、並びに出産する時を責任をもって自由に決定でき、そのための情報と手段を得

ることができるという基本的権利、並びに最高水準の性に関する健康及びリプロダクティブ・ヘルスを

得る権利をいう。 

  
1188  家家族族経経営営協協定定  

家族農業経営にたずさわる各世帯員が、家族間の十分な話し合いに基づき、経営方針や役割分

担、世帯員全員が働きやすい就業環境等について取り決める協定のこと。 

  
1199  ジジェェンンダダーー主主流流化化  

全ての政策の理念および具体的な政策策定、予算編成、執行、決算、評価などの政策プロセス全

体を男女共同参画の視点から捉えなおし、究極の目標としてジェンダー平等の達成を目指そうとする

こと。 
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